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第四次長野市総合計画 後期基本計画 体系

都市像 政策の７本柱
1 役割分担と協働によるまちづくりの推進

4 行政改革の推進と効率的な行財政運営

5 成果重視による市民満足度の高い行政経営の推進

1 安心して子育ち・子育てができる環境の整備

2 資源が循環する環境共生都市の実現

2 より安心して暮らせる安全社会の形成

2 豊かに学びあう社会の形成
3 ゆとりと潤いを感じる多彩な文化の創造と継承
4 躍動する生涯スポーツの振興と競技力の向上
5 地域から広がる国際交流の推進

1 賑わいと活力を生む観光・コンベンションの推進

3 特色ある産業の集積と工業の高付加価値化

4 魅力と賑わいあふれる商業の振興

5 人材の育成と雇用機会の確保

項目数 政策の７本柱 ７
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地域の個性をいかした住民自治の推進2

５ いきいきと産業が育ち賑わいと
活力あふれるまち
【産業・経済分野】

2

政策 ２７

６ 多様な都市活動を支える快適な
まち
【都市整備分野】

1 いきいきと暮らせるまちづくりの推進

2 まちを結ぶ快適なネットワークの形成

活力ある農林業の推進と中山間地域の活性化

３ より安全で安心して暮らせるまち
【防災・安全分野】

1 災害に強いまちづくりの推進

４ 心豊かな人と多彩な文化が輝く
まち
【教育・文化分野】

1 次世代を担う人材の育成と環境の整備

２ 豊かな自然環境と調和した
潤いあるまち
【環境分野】

1 豊かな自然環境の保全と創造

3 良好な生活環境の形成

5 人権を尊ぶ明るい社会の形成

4 安心して暮らせる生涯健康づくりの推進

１ 健やかに暮らし認め合い
支え合うまち
【保健・福祉分野】

2 生きがいのある豊かな高齢社会の形成

3 自分らしく生きられる社会の形成

０ 行政経営の方針
【行政経営分野】 3 地方拠点都市としての先導的役割の充実

政 策

基 本 構 想

”

”
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第四次長野市総合計画 後期基本計画 体系

目標
011 市民とともにつくる市政の実現

021 住民自治の推進

022 中山間地域の振興

031 自立した地方行政の推進

032 都市間連携・交流の推進

041 効率的な行財政運営の推進

051 市民の満足が得られる市役所の実現

111 子育ち・子育て環境の整備

121 高齢者福祉サービスの充実

122 高齢者の社会参加の促進

131 障害者（児）福祉の充実

132 地域福祉社会の実現

141 保健衛生の充実

142 地域医療体制の充実

151 人権尊重社会の実現

152 男女共同参画社会の実現

211 総合的・計画的な環境対策の推進

212 良好な自然環境の確保

221 省資源・資源循環の促進

231 生活環境の保全

232 上下水道等の整備

233 緑化・親水空間の充実・創造

311 防災対策の推進

312 消防・救急・救助体制の充実

321 日常生活の安全性の向上

411 魅力ある教育の推進

412
家庭・学校・地域の連携による教育力
の向上

421 活力ある地域を創る生涯学習の推進

431 多彩な文化の創造と文化遺産の継承

441 スポーツを軸としたまちづくりの推進

451 国際化の推進

511 多様な観光交流の推進

521 未来に向けた農業の再生・振興

522 中山間地域の農業振興

523 豊かな森林づくりと林業の振興

531 産業の集積と工業の活性化

541 力強い商業への転換

551 安定した地域雇用の確保

611
多核心連携を目指したコンパクトなま
ちづくりの推進

612 快適に暮らせるまちづくりの推進

613 地域の特性をいかした景観の形成

621 交通体系の整備

622 道路網の整備

623 高度情報化の推進

01中山間地域の魅力の向上

01障害者理解・社会参加の促進 02障害福祉サービスの充実
03地域生活支援の充実 04早期療育体制・教育の充実

01地域福祉の推進 02生活の安定と自立

01健康づくり活動の支援 02保健・予防対策の推進 03生活衛生の推進

01広域道路網の整備 02生活道路の整備

施策 ９９

01市民参画と協働の推進 02開かれた市政の推進

01都市内分権の推進 02コミュニティ活動の支援

01地方分権の推進 02広域行政の推進

01多様な都市間ネットワークの形成 02シティプロモーションの推進

01効率的な行政の推進 02民間活力の活用 03健全な財政運営の実現

01利用しやすい行政サービスの提供 02市民とともに行動する人材の育成と活
用 03成果を重視した行政運営

01子育ち・子育て支援の推進 02保育の充実
03社会的援助を必要とする児童・家庭への支援

01地域包括支援体制の整備 02介護予防の充実 03介護サービスの充実

01社会参加活動の支援 02生きがいづくりの推進

基本施策 ４４

01情報通信基盤の整備

01産学行連携の推進とものづくり産業の振興 02企業立地の推進
01中心市街地の魅力づくり 02創業者や商店街の意欲的な取組への支援
03地域商業の強化と環境整備
01雇用促進と人材の育成・活用 02勤労者福祉の充実

01秩序ある市街地の形成と中心市街地の再生

01ユニバーサルデザインのまちづくり 02快適な住環境の整備

01地域の特性をいかした景観の誘導 02伝統的な景観の保全と形成

01公共交通機関の整備 02利用しやすい交通環境の整備

01文化芸術活動への支援と文化の創造 02歴史・文化遺産の活用と継承

01国際交流の推進 02多文化共生の推進

01訪れてみたくなる地域づくり 02効果的な情報発信と広域的連携
03コンベンションの誘致と観光との連携

01地域農業の確立と経営基盤づくり 02消費者や市場と結びついた産地づくり
03新鮮で安全・安心な農産物づくり

01中山間地域の特性をいかした農業の振興

01森林資源の保全と活用 02親しみの持てる森林づくり

01生涯スポーツの振興 02競技スポーツの振興 03スポーツ環境の整備・充実

01幼児教育の充実 02小・中学校の教育の充実 03高等学校・大学等の教育の
充実 04一人ひとりの子どもに応じた支援 05快適で安全な教育環境の整備

01家庭・地域の教育力の向上 02家庭・学校・地域の連携と交流の推進

01生涯学習環境の整備 02学習成果の活用と地域づくりへの参加

01エネルギーの適正利用 02ごみの発生抑制と再使用・再資源化の促進
03ごみ処理体制の充実 04良好な物質循環の確保

01適正な廃棄物の処理の推進 02環境美化の推進 03公害防止対策の充実

01男女共同参画の推進

01医療提供体制の整備 02公的医療保険等の充実

01人権尊重の推進

01交通安全対策の推進 02防犯対策の推進 03消費生活の安全確保

01安全でおいしい水の安定的な供給 02公共下水道等の普及促進

01豊かな緑化空間の整備 02潤いある親水空間の整備

01防災体制の整備 02治山・治水対策の推進

01消防体制の充実 02救急・救助体制の充実

01市民・事業者・行政の協働による取組の推進 02環境教育と環境学習の推進

01自然環境の保全と生物多様性の確保

基本施策 施 策

後 期 基 本 計 画
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後期基本計画 【行政経営分野】

0 行政経営の方針 【行政経営分野】

政策０－１ 役割分担と協働によるまちづくりの推進

施策の体系

011 市民とともにつくる市政の実現

01 市民参画と協働の推進

02 開かれた市政の推進

主担当 地域振興部

０１１ 市民とともにつくる市政の実現

【方針】（基本施策の目指すもの）

市政の透明性と公平性を高めるとともに、市民と行政の協働※により、市民一人ひと

りが参加している意識や実感が持てる身近な市政を目指します。

【現況と課題】

◇様々な分野で市民団体の活動が活発になっており、更に活動を活発にするため、協働の理念

のもとに、市民団体のニーズに合わせた支援が必要です。

◇あらゆる媒体を活用した行政情報の積極的な公開とともに、市民の声を市政に反映する仕組

みづくりが必要です。

※協働･･･市民と行政等の各主体が役割と責任を分担し、協力・連携して同じ目的に向かって働くこと。

基本施策
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後期基本計画 【行政経営分野】

主担当 市民活動支援課

011-01 市民参画と協働の推進

施策の目標

市民公益活動団体※への支援を行うとともに、政策形成過程への市民

参画や男女共同参画の推進を図り、パートナーシップ※によるまちづく

りを目指します。

主な取組

①市民と行政の適切な役割分担を構築し、市民公益活動団体のニーズ

に応じた支援を推進するとともに、市民公益活動団体相互の連携や

行政とのネットワーク構築を目指します。（市民活動支援課、行政管理

課）

②審議会などへの市民参画を推進するなど、広く市民の意見を求めて、

施策にいかします。（行政管理課、広報広聴課）

③市民・事業者・行政が一体となり、男女共同参画に向けた意識づく

りや社会環境づくりに取り組みます。（男女共同参画推進課）

主担当 庶務課

011-02 開かれた市政の推進

施策の目標

個人情報の適切な管理を行うとともに、市政情報の積極的公開や分

かりやすい広報活動などにより、開かれた信頼される市政を目指しま

す。

主な取組

①個人情報を適切に管理した上で、行政情報を積極的かつ迅速に公開

し、市政の透明性を確保します。（庶務課）

②広報ながのやホームページなどにより、新鮮な市政情報を分かりや

すく効果的に提供します。（広報広聴課）

③市政に関する説明や専門知識をいかした講座等を通じて、市政への

理解を深めるため、市政出前講座の充実を図ります。（広報広聴課）

④みどりのはがき※、市民会議、まちづくりアンケートなどの積極的な

広聴活動を通じて、市民ニーズを把握し、市政に反映できるよう努

めます。（広報広聴課）

⑤みどりのはがきなどで寄せられる意見や質問について、市民と行政

で共有できる仕組みを構築します。（広報広聴課）

※市民公益活動･･･民間が行う非営利の活動のこと。この活動を行う団体が市民公益活動団体（ＮＰＯ法

人、市民活動団体、ボランティア団体等）。

※パートナーシップ･･･立場の異なる組織や人同士が、対等かつ自由な立場で、明確かつ共通する目的の

ために結ばれる信頼関係のこと。

※みどりのはがき･･･市民が市政に対して意見や要望、提案を出すことができる市民と市長をつなぐパイ

プで、はがきや手紙で寄せられた内容について、市長又は担当課長が返事をする制度のこと。

施 策

施 策
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後期基本計画 【行政経営分野】

0 行政経営の方針 【行政経営分野】

政策０－２ 地域の個性をいかした住民自治の推進

施策の体系

021 住民自治の推進

01 都市内分権の推進

02 コミュニティ活動の支援

主担当 地域振興部

０２１ 住民自治の推進

【方針】（基本施策の目指すもの）

住民自らの自治意識を高めるとともに、まちづくり活動や地域福祉活動を行う人材

の発掘・育成を支援し、住民主体によるまちづくりを目指します。

【現況と課題】

◇住民が相互に助け合う温かい地域社会の実現のため、地域コミュニティの再生が必要です。

◇地区住民自治協議会※が行うまちづくり活動や地域福祉活動を担う人材の発掘・育成に対す

る支援が必要です。

※住民自治協議会･･･地区全体で対応しなければならない課題に対し、地区住民の参画、各種団体のネッ

トワーク化、相互補完によって、地区の特性をいかした活動を総合的かつ柔軟に行う住民自治組織の

こと。

基本施策
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後期基本計画 【行政経営分野】

主担当 都市内分権課

021-01 都市内分権の推進

施策の目標

市民や地域の創造力や知恵を引き出す仕組みである「都市内分権※」

を推進することにより、地域の個性をいかしたまちづくりを目指しま

す。

主な取組

①全ての地区に設立された住民自治協議会が成熟･発展するよう支援

するとともに、本市全体の連帯感の醸成も視野に入れ、都市内分権

を推進します。（都市内分権課）

②地域主体による「まちづくり計画」や「地域福祉活動計画※」などの

策定を支援するとともに、その実現に向け支援します。（都市内分権

課、厚生課）

③地域とボランティアや市民公益活動団体などと連携した住民自治を

推進するとともに、各地区の地域福祉推進拠点を充実し、自治活動

の主体となる人材の発掘や育成を支援します。（市民活動支援課、厚

生課）

④より効率的な地域行政の構築や自治基本条例※など、住民自治の確立

に向けた新たな仕組みづくりを研究します。（都市内分権課）

主担当 市民活動支援課

021-02 コミュニティ活動の支援

施策の目標
地域コミュニティリーダーの養成や地域のコミュニティ※づくりへ

の支援により、住み続けたくなるまちづくりを目指します。

主な取組

①地域の祭りなど伝統文化の継承や地域の自主的なコミュニティづく

りを支援します。（市民活動支援課、生涯学習課）

②コミュニティ活動の中心となる地域公民館などの整備や地域のコミ

ュニティ活動リーダーの育成を支援します。（生涯学習課）

※都市内分権･･･地域の課題を迅速かつ効果的に解決するために、地域住民が「自分たちの地域は自分た

ちでつくる」という意識を持って取り組み、その活動を市が積極的に支援していく仕組みのこと。

※地域福祉活動計画･･･地区の課題やニーズに応じた支え合い活動を推進するため、多様な住民の参加に

より策定される地域福祉の計画のこと。

※自治基本条例･･･市民と行政の役割分担やまちづくりの基本理念、行政運営の基本原則等を一つの条例

として定めるもの。

※コミュニティ･･･同一地域内に居住する人々が、自主性と責任に基づいて生活のあらゆる分野にわたっ

て共同する地域社会のこと。

施 策

施 策
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後期基本計画 【行政経営分野】

0 行政経営の方針 【行政経営分野】

政策０－２ 地域の個性をいかした住民自治の推進

施策の体系

022 中山間地域の振興

01 中山間地域の魅力の向上

主担当 地域振興部

０２２ 中山間地域の振興

【方針】（基本施策の目指すもの）

「やまざと」のもつ魅力や資源をいかし、未来につなぐ、いきいきと元気な地域づ

くりを目指します。

【現況と課題】

◇少子・高齢化が進行し、地域活力や互助機能が低下しており、地域自治の維持と持続性の確

保が必要です。

◇恵まれた自然が形成する良好な景観を活用しつつ、森林や農地を守ってきた集落の歴史や伝

統の継承が必要です。

基本施策
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後期基本計画 【行政経営分野】

主担当 市民活動支援課

022-01 中山間地域の魅力の向上

施策の目標
中山間地域の自然や環境などをいかした独自の魅力づくりや、都市

部との交流活動などにより、中山間地域の魅力の向上を目指します。

主な取組

①地域住民が自ら行う特色ある地域活動や、地域の課題の掘り起こし、

課題解決に向けた取組を支援します。（市民活動支援課）

②中山間地域の互助機能向上に向けた地域住民の取組を支援します。

（市民活動支援課）

③農業体験や民泊を伴う修学旅行の受け入れなど、地域住民が主体と

なる都市農村交流の取組を積極的に推進します。（農政課）

施 策

8



後期基本計画 【行政経営分野】

0 行政経営の方針 【行政経営分野】

政策０－３ 地方拠点都市としての先導的役割の充実

施策の体系

031 自立した地方行政の推進

01 地方分権の推進

02 広域行政の推進

主担当 企画政策部

０３１ 自立した地方行政の推進

【方針】（基本施策の目指すもの）

全国の中核市※と権限や財源の移譲に向けた取組を進めるとともに、関係市町村との

広域連携による自立性の高い地方行政の確立を目指します。

【現況と課題】

◇地方分権が進展する中で、国や県からの権限や財源の移譲に向けた取組みが必要です。

◇広域化する生活圏に応じて広域的視点から効率的な行政サービスの提供が必要です。

※中核市･･･人口 30 万人以上の都市を対象として、政令指定都市に準じた事務権限を都道府県から移譲

された市のこと。

基本施策

9



後期基本計画 【行政経営分野】

主担当 企画課

031-01 地方分権の推進

施策の目標
地方分権に対応した行政の自立性の確保を図ることにより、権限を

いかした個性あるまちづくりを目指します。

主な取組

①中核市市長会などと連携し、市の規模や財政需要に応じた権限と財

源の確保など、地方分権に向けた取組を推進します。（企画課）

②道州制※などの新たな地方自治制度に対する調査・研究を進めます。

（企画課）

③中核市として国への政策提案力を強化し、権限をいかした独自のま

ちづくりを推進します。（企画課）

主担当 企画課

031-02 広域行政の推進

施策の目標
広域化した日常生活圏や多様なニーズに対応した市民サービスの提

供と事務事業の効率化を目指します。

主な取組

①周辺市町村と連携し、ごみの焼却施設・最終処分場の設置管理など、

長野広域連合※を通じた効率的な市民サービスの提供を図るととも

に、広域的な課題や将来の広域連合の在り方について調査・研究を

進めます。（企画課）

②国の広域行政に対する動向を注視するとともに、定住自立圏※の導入

について検討します。（企画課）

※道州制･･･現在の国・都道府県・市町村の三層構造で担ってきた地方行政を、都道府県を廃止した上で、

全国をいくつかのブロックに分けた広域自治体としての道州を設立することにより、これと市町村の

二層制としようとするもの。

※長野広域連合･･･一体的な日常社会生活圏を形成している地域で、長野市を含む３市４町２村の９市町

村からなる長野地域市町村圏の広域連合。現在は、広域的ごみ処理対策、老人福祉施設の運営、介護

認定審査・障害程度区分認定審査などの業務を担っている。

※定住自立圏･･･人口減少、少子・高齢社会が進行する中、地方圏から三大都市圏への人口流出を食い止

め、地方圏への人口流入を図るため、地方における「中心市」の都市機能と「周辺市町村」の自然環

境、農林水産業、歴史、文化などの魅力を活用した取組を行うもの。

施 策

施 策
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後期基本計画 【行政経営分野】

0 行政経営の方針 【行政経営分野】

政策０－３ 地方拠点都市としての先導的役割の充実

施策の体系

032 都市間連携・交流の推進

01 多様な都市間ネットワークの形成

02 シティプロモーションの推進

主担当 企画政策部

０３２ 都市間連携・交流の推進

【方針】（基本施策の目指すもの）

県内外の様々な都市と互いの特性をいかした連携・交流を深めるとともに、長野の

魅力を積極的に発信し、活力あるまちを目指します。

【現況と課題】

◇様々な分野で都市間の競争が激しくなっており、都市の活力を維持し発展させるため、都市

や地域の魅力をいかした連携・交流を深めるとともに、本市の魅力を積極的に発信すること

が必要です。

基本施策
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後期基本計画 【行政経営分野】

主担当 企画課

032-01 多様な都市間ネットワークの形成

施策の目標
相互の特性をいかした各都市との連携の推進や、民間諸団体の交流

事業の支援などにより、様々なネットワークづくりを目指します。

主な取組

①集客プロモーションパートナー都市協定※による交流など、観光・産

業・文化分野で「縁」のある都市や地域との相互連携を推進します。

（観光課）

②経済団体をはじめとする各分野の民間交流事業を支援します。（企画

課）

③北陸新幹線の延伸など、高速交通網の進展に伴う県域を越えた新た

な連携・交流を支援します。（企画課）

主担当 秘書課

032-02 シティプロモーションの推進

施策の目標

全国に向け本市の魅力を鮮明に発信し続ける体制づくりをすすめ、

積極的に人や企業などの資源を求めることにより、活力ある地域づく

りを目指します。

主な取組

①市民、企業、関係団体や行政などが連携して、長野市の魅力を発信

しつづける体制を構築します。（秘書課）

②民間が行うもの、行政が行うもの、民間と行政が協働して行うもの

など、様々な主体と手法によって事業を推進します。（秘書課）

※集客プロモーションパートナー都市協定･･･都市間の交流人口と効果的な集客を目指した自治体間の

相互協定。広報紙等への観光情報の掲載、ホームページの相互リンク等を内容としており、平成 23年

3月現在、上越市、金沢市、甲府市、静岡市と協定を締結している。

※シティプロモーション･･･『地域の魅力を創り出し、それを国内外に発信し、都市のブランド力を高め、

「人」・「もの」・「情報」が活発に行き交う、元気で活力のある都市を創る活動』のための取り組み。

施 策

施 策
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後期基本計画 【行政経営分野】

0 行政経営の方針 【行政経営分野】

政策０－４ 行政改革の推進と効率的な行財政運営

施策の体系

041 効率的な行財政運営の推進

01 効率的な行政の推進

02 民間活力の活用

03 健全な財政運営の実現

主担当 総務部

０４１ 効率的な行財政運営の推進

【方針】（基本施策の目指すもの）

「選択と集中」を基本とした行政サービスの継続的な見直しとともに、市民と行政

の適切な役割分担により、最少の経費で最大の効果があげられる行財政運営を目指し

ます。

【現況と課題】

◇より効率的な行政サービスの提供が求められる中、新たな視点による事務事業評価の導入な

ど、継続的な行政改革を進める必要があります。

◇民間のノウハウを活用した低コストで質の高い行政サービスの提供を進める必要がありま

す。

◇人口減少などにより市税収入の伸び悩みが予測されるなど厳しい財政状況の中、計画的な財

政運営を進める必要があります。

基本施策
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後期基本計画 【行政経営分野】

主担当 行政管理課

041-01 効率的な行政の推進

施策の目標

環境に配慮した事務事業を推進するとともに、経営資源の有効活用

を図り、行政改革を推進することにより、効率的な行政運営を目指し

ます。

主な取組

①環境マネジメントシステム※に基づき、職員の環境に対する意識を向

上し、より少ない環境負荷で事務事業を実施するよう努めます。（環

境政策課）

②行政改革大綱実施計画※を着実に推進し、計画的・効率的な行財政運

営を図るとともに、行政活動を俯瞰した新たな行政評価の手法につ

いて検討します。（行政管理課）

③外郭団体について、経営状況を把握し、自立的・効率的な経営を支

援します。（行政管理課）

④公共工事における計画・設計の見直し、工事発注の効率化などによ

る公共工事コストの縮減に努めるとともに、公共工事の品質の確保

を図ります。（検査課）

主担当 行政管理課

041-02 民間活力の活用

施策の目標
民間活力の活用や、民間経営の発想を取り入れ、行政サービスの質

の向上とコスト縮減を目指します。

主な取組

①民間と行政の役割分担を再構築し、適切な事業に民間活力を積極的

に活用します。（行政管理課）

②公の施設への指定管理者制度※の導入を進めるとともに、民間と行政

による市場化テスト※やＰＦＩ事業※などの導入を検討します。（行政

管理課）

※環境マネジメントシステム･･･環境調和都市の実現に向け、市の業務から発生する様々な環境への影響

について、管理し、低減に向けた取り組みを行う。その取り組みの結果について、評価し、改善に向

けた取り組みを促進するシステムのこと。

※行政改革大綱実施計画･･･社会経済情勢の大きな変化、厳しさを増す財政状況等に的確に対応した行財

政への転換を図ることを目的に策定した「長野市行政改革大綱」の具体的な取組計画のこと。

※指定管理者制度･･･地方自治法の一部改正（平成 15 年９月）により、従来の公の施設の管理方法であ

る「管理委託制度」に替わって創設された制度で、公の施設の管理運営を市が指定した民間事業者等

に行わせるもの。民間の効果的・効率的な手法の活用により、経費の削減や利用者に対するサービス

の向上が見込まれる。

※市場化テスト･･･官民競争入札ともいい、これまで「官」が独占してきた「公共サービス」を、「官」

と「民」が対等な立場で競争入札に参加し、価格・質の両面で最も優れた者が、そのサービスの提供

を担っていくこととする制度にこと。

※ＰＦＩ事業･･･Private Finance Initiative の略。公共部門が実施していた社会資本整備に、民間の資

金・経営ノウハウを導入し、民間事業者主導で実施しようとする手法のこと。

施 策

施 策
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後期基本計画 【行政経営分野】

主担当 財政課

041-03 健全な財政運営の実現

施策の目標
市税収入をはじめとする自主財源の安定的な確保に努め、予算配分

の重点化・効率化を図り、計画的な財政運営を目指します。

主な取組

①社会経済情勢を見据えた計画的な財政運営を推進し、「選択と集中」

により、限られた財源の適正配分と効率的な予算執行を推進すると

ともに、「予算編成－予算の効率的執行－決算分析－次年度予算への

反映」といったＰＤＣＡサイクル※を活用した継続的な改善を行うほ

か、分かりやすい財政情報の公開に努めます。（財政課）

②市税などの賦課の適正化と収納率の向上を図るとともに、使用料・

手数料などについて、「行政サービスの利用者の負担に関する基準」

により、利用者負担の適正化を図ります。（市民税課、資産税課、収納

課、行政管理課）

③市有財産の適正な管理と有効活用を図るとともに、市有施設等を広

告媒体として活用するなど、様々な自主財源の確保を検討します。

（財政課、管財課）

※ＰＤＣＡサイクル･･･計画を実行し、その結果を検証したのち、改善策やさらなる次の施策に結びつけ、

その結果を次の計画にいかす継続的なプロセス・仕組みのこと。Plan（計画）・Do（実行）・Check（検

証）・Action（改善）の頭文字をとり、このように呼ばれる。

※行政サービスの利用者の負担に関する基準･･･市が提供する様々なサービスの費用は、市民からの税金

によって市民全体で負担しているが、特定の人が利用するサービスは、利用しない人との間に不公平

が生じる。そこで、公平性を確保するため、利用することによって受ける利益に応じて負担を求める

ことを原則とするが、多岐にわたる市の行政サービスをその提供するサービスの質によって負担する

割合を定めることとした基準のこと。

施 策

※
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後期基本計画 【行政経営分野】

0 行政経営の方針 【行政経営分野】

政策０－５ 成果重視による市民満足度の高い行政経営の推進

施策の体系

051 市民の満足が得られる市役所の実現

01 利用しやすい行政サービスの提供

02 市民とともに行動する人材の育成と活用

03 成果を重視した行政運営

主担当 総務部

０５１ 市民の満足が得られる市役所の実現

【方針】（基本施策の目指すもの）

市民の目線に立った行政サービスを提供し、市民の更なる満足が得られる質の高い

行政経営を目指します。

【現況と課題】

◇行政サービスの質の向上や事業・施策の成果が求められており、市民の立場に立った、迅速

で良質なサービスの提供が必要です。

基本施策

16



後期基本計画 【行政経営分野】

主担当 情報政策課

051-01 利用しやすい行政サービスの提供

施策の目標

窓口サービスの利便性向上や、インターネットなどの情報通信技術

の活用により、多様なニーズに応えられる行政サービスの提供を目指

します。

主な取組

①各種手続きの簡素化や電子化に努め、窓口サービスの迅速化ととも

に、ワンストップサービス※の提供に努めます。（庶務課、情報政策課、

行政管理課）

②市政情報の電子化を推進するとともに、情報通信技術を活用した、

迅速で分かりやすい市政情報の提供に努めます。（情報政策課、広報

広聴課）

主担当 職員課

051-02 市民とともに行動する人材の育成と活用

施策の目標
職員の能力や資質の向上を図り、行政課題や市民ニーズに的確に対

応し市民の目線で行動する人材の育成と活用を目指します。

主な取組

①計画的な任用と少数精鋭による適材適所の職員配置に努めます。（職

員課）

②公務員制度改革を推進するとともに、職員の給与制度を適切に見直

します。（職員課）

③職員が自発的な自己の能力向上を図れるよう、多様な研修体系を構

築し、社会経済情勢の変化や市民ニーズに的確に応える人材を育成

します。（職員研修所）

※ワンストップサービス･･･複数の行政手続き・サービス等を一箇所の窓口で受け付け、提供すること。

施 策

施 策
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後期基本計画 【行政経営分野】

主担当 行政管理課

051-03 成果を重視した行政運営

施策の目標

行政サービスや事業の成果を常に検証し、市民ニーズに対応できる

組織づくりと市民の理解や満足が得られる計画的な行政運営を目指し

ます。

主な取組

①総合計画や行政改革大綱を着実に推進し、目標達成度の把握など、

適切かつ合理的にその進捗を管理します。（行政管理課、企画課）

②総合計画と行政評価を連携させるとともに、ＰＤＣＡサイクルを活

用した予算編成を行い、総合的かつ計画的な行政運営を推進します。

（行政管理課、企画課、財政課）

③庁内部局間の政策調整機能を充実させ、トップマネジメント※機能を

強化します。（行政管理課、秘書課、企画課）

④職員の定数を管理するとともに、組織の適正化・効率化を図ります。

（職員課）

※トップマネジメント･･･市長をはじめとする、市の最上層部の指揮・統制のこと。

施 策
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後期基本計画【保健・福祉分野】

１ 健やかに暮らし認め合い支え合うまち 【保健・福祉分野】

政策１－１ 安心して子育ち・子育てができる環境の整備

施策の体系

111 子育ち・子育て環境の整備

01 子育ち・子育て支援の推進

02 保育の充実

03 社会的援助を必要とする児童・家庭への支援

主担当 保健福祉部

１１１ 子育ち・子育て環境の整備

【方針】（基本施策の目指すもの）

多様なライフスタイルに合わせて安心して子どもを産み育てることができ、社会全

体で子育ち・子育てを支え合いながら、次世代を担う子どもが健やかに生まれ育つま

ちを目指します。

【現況と課題】

◇本市の出生数は平成 12年の 3,937 人から平成 21年には 3,300 人となり、少子化対策は緊急

の課題となっています。(「人口動態統計」長野県健康福祉部、各年とも合併町村を含む）

◇世帯構成の変化、就業形態の多様化など子育て環境の変化により、男性の育児参加や、地域

社会全体で子育てを支えていくことが必要です。

◇保育に対する保護者のニーズが多様化し、安心して子どもを預け、仕事と子育ての両立がで

きる環境とともに、子どもの幸せを第一に考え、その健全な心身の発達を図るための環境が

併せて求められています。

◇家庭での育児不安に悩んだりストレスを感じる親の増加とともに、児童虐待が増加してお

り、次代の親の育成や悩みや不安を解消するための対応が求められています。

基本施策
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後期基本計画【保健・福祉分野】

主担当 保育家庭支援課

111-01 子育ち・子育て支援の推進

施策の目標
地域における子育ての相互支援や子育て支援拠点の充実などによ

り、社会で支える子育ち・子育て環境を目指します。

主な取組

①地域の子育て支援の拠点としての幼稚園・保育所や地域・事業者な

どとの連携により、より身近な場所で子育てに関する情報提供と相

談体制を充実します。（保育家庭支援課）

②ファミリーサポートセンター※や地域子育て支援センター※・こども

広場※における子育て支援の充実や情報提供により、地域全体で子ど

もを育てる環境づくりを推進します。（保育家庭支援課）

③地域・学校との連携により、放課後子どもプラン※の充実を図り、安

心して過ごせる子どもの居場所づくりや異学年交流を推進します。

（生涯学習課）

④母親クラブなどの児童育成活動を行う地域組織の育成を促進すると

ともに、子ども会活動など異年齢間の交流や地域の世代間交流を支

援します。（生涯学習課、保育家庭支援課）

⑤市民や事業主へ育児休業など制度の周知と、働き方の見直しなど男

女共同参画意識啓発事業の推進により、「仕事と生活の調和（ワー

ク・ライフ・バランス）」の実現を図ります。（保育家庭支援課、男女

共同参画推進課）

※ファミリーサポートセンター…育児の援助を受けたい人と提供したい人が会員となり助け合う、子育

ての相互援助活動を目的とした会員制の組織のこと。

※地域子育て支援センター…子育て家庭に対する育児相談や子育てサークルなどへの支援、子育てに関

する広報啓発や情報収集・提供などを行う拠点のこと。

※こども広場…主に 0 歳から 3 歳までの乳幼児とその保護者の遊びと交流の広場。子育てに関する相談

や各種講座・イベントも開催している。

※放課後子どもプラン…地域社会の中で、放課後や週末などに子どもたちが安全で安心して、健やかに

育まれるよう、子どもたちの適切な遊びや生活の場を確保したり、小学校の余裕教室などを活用して、

地域の方々の参画を得ながら、学習やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動などの取組を実施

する計画のこと。

施 策
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後期基本計画【保健・福祉分野】

主担当 保育家庭支援課

111-02 保育の充実

施策の目標

保育所などの保育サービスの充実や適正規模・適正配置などを図り、

地域における子育ての専門機関としての充実を図ることにより、仕事

と子育ての両立を支援し、子どもが健やかに育つことを目指します。

主な取組

①子どもの社会性や豊かな人間形成を構築するため、幼稚園・保育所・

小学校の連携や交流を推進し、就学前の子どもに関する教育や保育

の充実を図ります。（保育家庭支援課、学校教育課）

②子どもの発達に関して幼稚園・保育所と保健所が連携し、子どもの

健全育成のための保護者に対する相談体制と情報提供を充実しま

す。（保育家庭支援課、健康課）

③保護者の多様なニーズに対応するため、延長保育、一時預かり、病

後児保育などの利用しやすい保育サービスを充実します。（保育家庭

支援課）

④保育需要に応じた保育所などの適正規模、適正配置を推進するとと

もに、市立保育所の民営化を推進し、民間活力を活用した保育サー

ビスの向上を図ります。（保育家庭支援課）

⑤幼稚園・保育所・小学校の連携を強化し交流を推進するとともに、

幼稚園と保育所の一体化に向けた体制の整備を図ります。（保育家庭

支援課、学校教育課)

主担当 保育家庭支援課

111-03 社会的援助を必要とする児童・家庭への支援

施策の目標
母子、父子家庭やＤＶ※被害者家庭などに対する自立支援、児童虐待

防止対策などにより、子どもの健全育成と生活の安定を目指します。

主な取組

①母子、父子家庭やＤＶ被害者家庭などに対して、社会的･経済的支援

や相談体制の充実を図るとともに、技能取得などの自立支援対策を

促進します。（保育家庭支援課）

②保護者などへの身近な相談・支援体制の整備などにより、子育ての

孤立化を防ぐとともに、児童虐待の防止と早期発見・早期対応を図

ります。（保育家庭支援課）

※ＤＶ…ドメスティック・バイオレンスの略で、配偶者などに身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的

行為のこと。

施 策

施 策

21



後期基本計画【保健・福祉分野】

１ 健やかに暮らし認め合い支え合うまち 【保健・福祉分野】

政策１－２ 生きがいのある豊かな高齢社会の形成

施策の体系

121 高齢者福祉サービスの充実

01 地域包括支援体制の整備

02 介護予防の充実

03 介護サービスの充実

主担当 保健福祉部

１２１ 高齢者福祉サービスの充実

【方針】（基本施策の目指すもの）

保健・医療・福祉の一層の連携により、高齢者が必要なときに必要なサービスを利

用でき、住み慣れた地域で認め合い支え合いながら心豊かに暮らせるまちを目指しま

す。

【現況と課題】

◇ひとり暮らしや夫婦のみの高齢者世帯の増加などにより、家庭の介護力が低下しており、介

護が老後の大きな不安要因となっている中、地域で支え合う環境が求められています。

◇高齢者が地域で元気に暮らせるよう、介護予防サービスが必要な対象者を早期に把握し、認

知症予防など積極的な働きかけを行う必要があります。

◇高齢化の進展に伴い、住み慣れた地域で安心して介護を受けながら住み続けられるサービス

の充実が求められています。

基本施策
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後期基本計画【保健・福祉分野】

※地域包括支援センター…介護保険の介護予防ケアマネジメント（介護予防支援）・総合相談支援・地域

ケア支援や高齢者の虐待防止・権利擁護など地域住民の保健医療の向上と福祉の増進を包括的に支援

する地域包括ケアの拠点のこと。

※在宅介護支援センター…地域の身近な相談窓口として、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、関係

機関との連絡調整を行うほか、地域の高齢者の実態を把握するなど、地域包括ケアの拠点となる地域

包括支援センターを補完する役割を担う。

※地域包括ケア体制…高齢者が可能な限り、住み慣れた地域で生活を継続していくことができるよう、

高齢者個々の状況や変化に応じて、介護サービス、医療サービスをはじめとする様々なサービスを効

果的に提供する仕組みが十分に機能する地域での支援体制のこと。

※成年後見制度…認知症高齢者や知的障害などの判断能力の不十分な成人を法的に保護する制度。保護

の類型は、本人の能力の程度に応じて、「後見」のほか、「保佐」、「補助」に分かれる。

※介護支援専門員（ケアマネジャー） …保健・医療・福祉の各分野の経験者で、県が行う介護支援専門

員実務研修受講試験に合格し実務経験を修了した専門員のこと。介護が必要な高齢者について、介護

サービス計画を作成し、これに基づいて行われる訪問介護（ホームヘルプサービス）や通所介護（デ

イサービス）などのサービスの利用状況、利用者の状態の変化を把握しながら、サービスの組み合わ

せを調整する役割を担う。

主担当 介護保険課

121-01 地域包括支援体制の整備

施策の目標

保健・医療・福祉の連携を強化し、高齢者を地域で支える仕組みづ

くりや総合相談支援体制の充実などにより、包括的・継続的に支援す

る環境を目指します。

主な取組

①高齢者が介護・医療などのサービスを必要な時に適切に利用できる

ように、地域包括支援センター※及び在宅介護支援センター※を身近

な総合相談窓口とした地域包括ケア体制※の整備を進めます。（高齢

者福祉課、介護保険課）

②認知症の正しい理解や成年後見制度※の普及啓発に努め、高齢者の尊

厳を守り、地域で支え合う仕組みづくりを推進します。（高齢者福祉

課、介護保険課、健康課）

③地域での介護支援専門員（ケアマネジャー）※の相互、関係機関との

連携やケアプラン指導研修により、介護支援専門員の更なる資質向

上に努めます。（介護保険課）

施 策
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後期基本計画【保健・福祉分野】

主担当 介護保険課

121-02 介護予防の充実

施策の目標
介護予防意識の普及・啓発や介護予防サービスの充実などにより、

高齢者が自立して生活できる環境を目指します。

主な取組

①介護予防に関する活動が広く実施されるよう、介護予防意識の普

及・啓発を図るとともに、高齢者のニーズに応じた事業の充実と効

率的な介護予防サービスを提供します。（高齢者福祉課、介護保険課、

健康課）

②高齢者の生活実態やニーズを的確に把握し、介護予防や日常生活の

支援のために必要な介護保険給付対象外サービス※を利用できるよ

う支援します。（高齢者福祉課、介護保険課）

③いつまでも元気でいられるよう、健康教室や生活機能チェックによ

り介護予防活動への自発的な取組を促進し、地域における介護予防

活動を育成・支援します。（介護保険課、健康課）

※介護保険給付対象外サービス…介護保険の給付とは別の地域支援事業として実施する介護予防及び日

常生活支援サービス並びに民間企業や NPO、地域社会、ボランティア団体などが有償・無償で提供する

在宅福祉サービスのこと。

施 策
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後期基本計画【保健・福祉分野】

主担当 介護保険課

121-03 介護サービスの充実

施策の目標

多様なニーズに応じた介護サービスを充実することにより、要支

援・要介護状態となっても、住み慣れた地域で安心して暮らし続ける

ことができる環境を目指します。

主な取組

①住み慣れた地域での在宅生活を支える拠点として小規模多機能型居

宅介護施設※などの充実を図るとともに、デイサービス※やショート

ステイ※などの在宅サービス基盤を充実します。（高齢者福祉課、介護

保険課）

②認知症やひとり暮らしの高齢者が住み慣れた地域での生活を継続で

きるよう、日常生活圏域などの状況に合わせて、認知症グループホ

ーム※や小規模特別養護老人ホーム※など施設・居住系サービス※の整

備を促進します。（高齢者福祉課、介護保険課）

③事業者への集団・実地指導、監査などを実施し、介護サービスの質

的な向上を図り、介護サービス内容や事業者に関する情報を市民に

わかりやすく提供するよう努めます。（介護保険課）

④的確な財政推計に基づき、介護保険料の適正・公平な賦課と収納率

の向上に努め、介護保険の健全な財政運営を図ります。（介護保険課）

※小規模多機能型居宅介護施設…在宅での生活継続を支援するため、通いを中心として、介護が必要な

者の様態や希望に応じて、訪問・宿泊などを組み合わせながら、入浴・排泄・食事等の介護などのサ

ービスを提供する施設のこと。

※デイサービス…障害者や介護が必要な高齢者が、施設に日帰りで通い、他の利用者と一緒に、入浴・

排泄・食事等の介護や機能訓練などのサービスを受けること。

※ショートステイ…障害者や介護が必要な高齢者が、施設に短期間入所し、入浴・排泄・食事等の介護

や機能訓練などのサービスを受けること。

※認知症グループホーム…介護の必要な認知症高齢者が、共同生活をし、入浴・排泄・食事等の介護や

機能訓練などのサービスを受けることができる施設のこと。

※小規模特別養護老人ホーム…介護保険の「要介護」と認定され、常に介護が必要で、在宅での生活が

困難な人を対象に、入浴、トイレ、食事等の介護その他の日常生活や機能訓練、健康管理などのサー

ビスを提供する定員２９人以下の特別養護老人ホーム （地域密着型介護老人福祉施設）のこと。

※施設・居住系サービス…特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、認知症対応

型グループホーム、小規模特別養護老人ホーム及び特定施設入居者生活介護が提供される有料老人ホ

ームなどの施設に入所（居）して、入浴・排泄・食事等の介護や機能訓練などのサービスを受けるこ

と。

施 策
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後期基本計画【保健・福祉分野】

１ 健やかに暮らし認め合い支え合うまち 【保健・福祉分野】

政策１－２ 生きがいのある豊かな高齢社会の形成

施策の体系

122 高齢者の社会参加の促進

01 社会参加活動の支援

02 生きがいづくりの推進

主担当 保健福祉部

１２２ 高齢者の社会参加の促進

【方針】（基本施策の目指すもの）

高齢者が、自分らしくそれぞれの経験と知識をいかして、積極的に社会的役割を果

たすことができ、生きがいの持てる活力あるまちを目指します。

【現況と課題】

◇団塊の世代※が高齢期を迎えることなどによる高齢化の進展に伴い、高齢者が地域や社会で

活躍できるよう、世代間交流や社会参加への支援が必要です。

※団塊の世代…1947～49 年生まれの世代を指す。

基本施策
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後期基本計画【保健・福祉分野】

主担当 高齢者福祉課

122-01 社会参加活動の支援

施策の目標
高齢者の地域における主体的な活動を支援することにより、地域社

会で高齢者の経験と知識をいかせる環境を目指します。

主な取組

①老人クラブやボランティア活動など社会活動への高齢者の参加を促

進し、地域における支え合いの環境づくりと自発的な活動を支援し

ます。（高齢者福祉課）

②ＩＣカード※の導入、バス路線などの分かりやすい情報提供などによ

り、公共交通機関の利用を促進し、高齢者の社会参加を支援します。

（高齢者福祉課）

③シルバー人材センターなどと連携し、高齢者の経験・知識や能力を

いかした就業機会拡大を支援します。（産業政策課）

主担当 高齢者福祉課

122-02 生きがいづくりの推進

施策の目標
健康づくり・生きがいづくりのための拠点や機会の充実により、高

齢者がいきいきと生活できる環境を目指します。

主な取組

①健康づくり、生きがいづくり、地域活動、世代間交流活動など、様々

な活動の交流拠点の充実を図ります。（高齢者福祉課）

②高齢者の生きがいづくりや健康づくりの講座などにより、高齢者が

学べる場や機会の充実を図ります。（高齢者福祉課）

※ＩＣカード…電子マネーなどの各種の情報（データ）の記録や演算のための集積回路（ＩＣ：

Integrated Circuitsの略）チップを組み込んだキャッシュカード大のカードのこと。ＩＣカードの導

入により、利用者は、１枚のカードで、小銭を扱わずに、迅速な改札通過・乗降が可能となり、運賃

割引などの各種サービスを享受できる。

施 策

施 策
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後期基本計画【保健・福祉分野】

１ 健やかに暮らし認め合い支え合うまち 【保健・福祉分野】

政策１－３ 自分らしく生きられる社会の形成

施策の体系

131 障害者（児）福祉の充実

01 障害者理解・社会参加の促進

02 障害福祉サービスの充実

03 地域生活支援の充実

04 早期療育体制・教育の充実

主担当 保健福祉部

１３１ 障害者（児）福祉の充実

【方針】（基本施策の目指すもの）

障害のある人もない人も互いを尊重した支え合いのもと、障害者が自らの意思で選

択・行動し、自分らしく自立して暮らせるまちを目指します。

【現況と課題】

◇障害者数は年々増加し、また、障害の内容や一人ひとりの状況も多様であり、障害のある人

とない人との相互理解を一層深めるとともに、多様化するニーズに対応していく必要があり

ます。

◇利用者の立場に立った公共施設などのバリアフリー※化はまだ不足しており、障害者や高齢

者などすべての人が安心して行動できるまちづくりが必要です。

◇障害者が地域の中で暮らせるよう、障害福祉サービスの主体的選択や在宅生活・自立生活へ

の支援など、きめ細かな対応が求められています。

※バリアフリー…障害者や高齢者等が日常生活を送る上で、段差などの物理的な障壁をはじめ、社会的・

制度的・心理的に障害となるものを除去すること。

基本施策
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後期基本計画【保健・福祉分野】

主担当 障害福祉課

131-01 障害者理解・社会参加の促進

施策の目標

障害と障害者に関する理解の促進やスポーツ・文化芸術活動の振興

などにより、障害の有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合

う社会を目指します。

主な取組

①学校や地域との交流の支援などにより、障害のある人とない人との

相互理解による「心のバリアフリー」を促進するための広報・啓発

活動を推進します。（障害福祉課）

②障害者の生活を豊かにするためのスポーツ・文化活動の振興を推進

し、地域における社会参加を促進します。（障害福祉課）

③利用者の立場に立ったバリアフリー、すべての人が使いやすいユニ

バーサルデザイン※の理念の普及・啓発を推進します。（障害福祉課）

④事業所への啓発や福祉・教育などの関係機関との連携により、障害

者の職業能力に対する社会的理解を深め、障害者の雇用を促進しま

す。（障害福祉課、産業政策課）

※ユニバーサルデザイン…障害の有無や年齢などに関係なく、はじめからすべての人にとって利用しや

すいまちづくり・ものづくり・環境づくりを行っていこうという考え方のこと。

施 策
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後期基本計画【保健・福祉分野】

主担当 障害福祉課

131-02 障害福祉サービスの充実

施策の目標

身近な地域におけるサービス拠点の基盤整備、給付内容の充実など

により、障害者が自ら必要とする障害福祉サービスを利用しながら自

立して生活できる環境を目指します。

主な取組

①障害福祉サービスを提供する施設の計画的な整備を促進し、身近な

場所で日中活動サービス※や居住支援サービス※を提供できる仕組み

づくりを推進します。（障害福祉課）

②障害者が地域で暮らし続けられるよう、居宅介護※・ショートステイ

などの介護給付、就労継続支援・自立訓練などの訓練等給付の充実

を図ります。（障害福祉課）

③身近な地域におけるサービス拠点づくりや関係機関とのネットワー

クの構築など、地域の社会資源を活用した基盤整備や活動を支援し

ます。（障害福祉課）

※ユニバーサルデザイン…障害の有無や年齢などに関係なく、はじめからすべての人にとって利用しや

すいまちづくり・ものづくり・環境づくりを行っていこうという考え方のこと。

※日中活動サービス…障害者が自立した日常生活や社会生活ができるように、身体機能や生活能力向上

のための訓練、就労に必要な知識や能力の向上を図る訓練、入浴・排泄・食事等の介護や創作的活動

などの機会の提供など昼間の活動を支援するサービスのこと。

※居住支援サービス…夜間や休日に入浴・排泄・食事等の介護を受けながら共同生活を行うケアホーム、

夜間や休日に相談や日常生活上の援助を受けながら共同生活を行うグループホームなど、地域生活を

支援するサービスのこと。

※居宅介護…ホームヘルプ。障害者が、自宅で入浴・排泄・食事等の介護を受けること。

施 策
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後期基本計画【保健・福祉分野】

主担当 障害福祉課

131-03 地域生活支援の充実

施策の目標

障害者を地域全体で支えるネットワークの確立、相談支援体制の整

備、コミュニケーション手段・移動の支援などにより、ライフスタイ

ルに応じて地域で支え合う環境を目指します。

主な取組

①障害者などが必要な障害福祉サービスを利用できるよう、相談・支

援体制を充実し、人権や権利擁護、虐待防止の取組を推進します。

（障害福祉課）

②地域での自立した日常生活や社会生活のため、地域活動支援センタ

ー※における障害者に対する創作的活動や生産活動の機会などを提

供し、生活支援、相談支援を図ります。（障害福祉課）

③障害者の社会参加の促進のため、手話通訳者や要約筆記者の派遣な

どによりコミュニケーション手段の確保と外出のための移動を支援

します。（障害福祉課）

④自立した生活を営むための日常生活用具の給付や障害者施設の整備

などにより地域で暮らせる生活環境づくりを支援します。（障害福祉

課）

⑤障害児を一時的に預かる体制を充実し、障害児を持つ親の子育てを

支援します。（障害福祉課）

※地域活動支援センター…創作的活動・生産活動の機会の提供や社会との交流などを行う施設。地域

住民ボランティアの育成、相談支援などを行うⅠ型、機能訓練・社会適応訓練・入浴などのサービ

スを行うⅡ型、小規模作業所のⅢ型に類型される。

施 策
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後期基本計画【保健・福祉分野】

主担当 健康課

131-04 早期療育体制・教育の充実

施策の目標

障害の発生要因や健康管理の知識普及、早期発見と早期療育の充実、

育成支援体制の整備などにより、障害児の能力と可能性を伸ばせる環

境を目指します。

主な取組

①医師会と連携した乳幼児健診を充実し、障害の早期発見を図るとと

もに、障害の発生要因や健康管理の知識普及に努めます。（健康課）

②医師による診断や発達相談員、保健師などによる保健相談、関係機

関と連携した相談体制を充実し、発達障害の早期発見・早期療育に

努めます。（健康課）

③幼稚園・保育所・小学校・中学校において、障害のある子どもとな

い子どもが自然に接することのできる育成支援体制を整備するとと

もに、特別支援教育※支援体制の充実に努めます。（保育家庭支援課、

学校教育課）

④障害児が可能性を伸ばし、自立するための療育※の充実を図るととも

に、障害のある児童生徒の一人ひとりの状態に応じ、幼稚園・保育

所・小学校から高校まで連携した保育・教育環境を整備します。（障

害福祉課、保育家庭支援課、学校教育課）

※特別支援教育…障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視

点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困

難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うもの。

※療育…障害児の可能な限りの回復と発達の促進を図るため、医療・保健・心理・教育・福祉などが連

携し、障害児や障害児を取り巻く環境（家庭・施設・地域社会など）に対して総合的に支援を行うこ

と。

施 策
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後期基本計画【保健・福祉分野】

１ 健やかに暮らし認め合い支え合うまち 【保健・福祉分野】

政策１－３ 自分らしく生きられる社会の形成

施策の体系

132 地域福祉社会の実現

01 地域福祉の推進

02 生活の安定と自立

主担当 保健福祉部

１３２ 地域福祉社会の実現

【方針】（基本施策の目指すもの）

住み慣れた地域で安心して生活できるよう、地域に暮らす一人ひとりが認め合い支

え合い共に生きていく地域福祉社会の実現を目指します

【現況と課題】

◇少子・高齢化の進展、世帯構成やライフスタイルの変化などにより、助け合える近隣関係が

少なくなる中、地域で支え合う地域福祉社会の実現が求められています。

◇地域福祉活動への参加を促進し、様々な人や組織が連携して身近な地域の課題を解決する仕

組みづくりが求められています。

◇生活に困窮している世帯が増加している中、生活保護などを円滑かつ適正に実施する必要が

あります。

基本施策
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後期基本計画【保健・福祉分野】

主担当 厚生課

132-01 地域福祉の推進

施策の目標

各地区での地域福祉活動計画※策定や支え合い活動への支援などに

より、地域・事業者など様々な人や組織の連携のもと、認め合い支え

合う地域福祉社会を目指します。

主な取組

①地域の課題やニーズを発見し、地域での福祉活動を推進する地域福

祉ワーカーの設置により、地域における福祉活動への住民の参加を

促進します。（厚生課）

②地区ごとに住民主体でつくる地域福祉活動計画の策定と、その実現

に向け支援します。（厚生課）

③地域福祉を推進する拠点づくり、組織の充実・強化、人材の育成の

支援により、市民・地域団体など地域福祉活動の担い手による地域

の支え合い活動を促進します。（厚生課）

④地域や学校でのあらゆる機会を捉え、人権意識・福祉意識の醸成と

教育・啓発・広報活動を推進します。（厚生課、学校教育課、人権同和

政策課）

主担当 厚生課

132-02 生活の安定と自立

施策の目標

生活に困窮している世帯に対する生活保護の実施や中国帰国者など

への生活相談・就業支援などにより、法に基づく最低限度の生活の安

定と自立を目指します。

主な取組

①ケースワーカーの適正配置を図るとともに、世帯の実情に即した生

活保護の適正な運用に努めます。（厚生課）

②自立へ向けた生活相談・生活指導などを適切に実施するとともに、

関係機関などとの連携により、就労を支援します。（厚生課）

③中国帰国者などが地域の生活に慣れるよう、関係機関・団体と連携

した生活相談・生活指導や就業支援により、経済的・社会的自立を

支援します。（厚生課）

※地域福祉活動計画…地区の課題やニーズに応じた支え合い活動を推進するため、多様な住民の参加に

より策定される地域福祉の計画のこと。

施 策

施 策
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後期基本計画【保健・福祉分野】

１ 健やかに暮らし認め合い支え合うまち 【保健・福祉分野】

政策１－４ 安心して暮らせる生涯健康づくりの推進

施策の体系

141 保健衛生の充実

01 健康づくり活動の支援

02 保健・予防対策の推進

03 生活衛生の推進

主担当 保健福祉部

１４１ 保健衛生の充実

【方針】（基本施策の目指すもの）

幼年期から高年期までそれぞれのライフステージに応じた健康づくりを通じて、市

民一人ひとりが健康の保持・増進に取り組み、良好な生活衛生水準のもと、生涯にわ

たって健やかに暮らせるまちを目指します。

【現況と課題】

◇市民の健康に対するニーズが多様化・高度化している中、保健所の機能を充実するとともに、

市民一人ひとりの主体的な健康づくりを社会全体で支援する必要があります。

◇食生活・喫煙・飲酒・運動不足などの生活習慣に起因した糖尿病・がん・脳血管疾患などが

増加している中、ライフステージに応じた疾病などの予防体制の充実が必要です。

◇食品や医薬品などの安全性に対する関心が高まる中、迅速な情報提供や監視体制の強化など

生活衛生の充実が求められています。

◇斎場の老朽化の進行や今後の火葬件数の増加が見込まれる中で、円滑な斎場運営とともに新斎

場の建設が必要となっています。

基本施策
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後期基本計画【保健・福祉分野】

主担当 健康課

141-01 健康づくり活動の支援

施策の目標

保健センターの相談・指導体制の充実、家庭・学校・職場などでの

健康教育などにより、市民が主体的に健康づくりに取り組める環境を

目指します。

主な取組

①保健指導を行う専門職の育成や地域の関係機関・団体との連携によ

り、健康づくりを推進する地域拠点である保健センターを整備し、

市民の健康相談・指導体制を充実します。（健康課）

②自分の健康は自分で守るという市民一人ひとりの意識の啓発を図る

とともに、健康づくりを支援する団体の育成を促進し、地域全体に

広がる健康づくり運動を支援します。（健康課）

③乳幼児期から健康的な生活習慣が身につくよう、保健所・保健セン

ターと幼稚園・保育所、学校、事業所などとの連携を強化するとと

もに、健康相談・健康教育、食育などを推進します。（健康課、保育

家庭支援課）

施 策
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後期基本計画【保健・福祉分野】

主担当 健康課

141-02 保健・予防対策の推進

施策の目標

保健指導の推進や生活習慣病※などの早期発見・早期治療のための各

種検診の充実などにより、一人ひとりのライフステージに応じた疾病

の予防と健康の増進を目指します。

主な取組

①妊産婦と乳幼児の健康診査・歯科健診・保健指導などにより母子保

健・医療の充実を図るとともに、関係機関との連携強化と相談体制

を充実し、早期発見と早期対応による乳幼児虐待の防止に努めます。

（保育家庭支援課、健康課）

②生活習慣病の予防やがんの早期発見･早期治療のための健康診査や

各種がん検診などの検診体制と検診内容を充実するとともに、検診

を受けやすい体制づくり、啓発により受診率の向上を図ります。（健

康課、環境衛生試験所）

③健全で規則正しい生活習慣や身体活動・運動の促進、歯周疾患予防、

栄養改善、飲酒指導と禁煙サポート活動等を学校や事業者など社会

全体へ啓発することにより、生活習慣病の予防と改善を図ります。

（健康課）

④結核やＨＩＶ・エイズ※をはじめとする感染症の予防とまん延を防止

するため、予防啓発や予防接種を推進するとともに、相談・検査体

制を充実します。また、新感染症※発生時に備えた体制を充実します。

（健康課、環境衛生試験所）

⑤学校・職場・地域などにおいて、心の健康についての正しい知識の

普及啓発を推進するとともに、自殺予防などのための相談体制を充

実します。（健康課）

※生活習慣病…食習慣・運動習慣・休養・喫煙・飲食などの生活習慣が、疾病の発症・進行に関与する

病気の総称。心疾患・脳卒中・糖尿病などのこと。

※ＨＩＶ・エイズ…ＨＩＶはヒト免疫不全ウィルスのこと。ＨＩＶに感染し、身体を病気から守る免疫

系が破壊されて抵抗力が低下し、様々な感染症にかかったり、悪性腫瘍を起こしやすくなる容体をエ

イズ（後天性免疫不全症候群）という。現在は様々な治療により、ＨＩＶに感染していても、エイズ

の発症を抑えることができるようになりつつあり、早期診断・早期治療が大切である。

※新感染症…人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病

状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、か

つ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるも

ののこと。

施 策
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後期基本計画【保健・福祉分野】

主担当 生活衛生課

141-03 生活衛生の推進

施策の目標
食品・医薬品の安全と衛生に関する知識の普及・啓発や検査・調査

体制の充実などにより、健康的で安心して暮らせる環境を目指します。

主な取組

①食品の安全に関する消費者啓発や情報提供を推進し、食品営業施設

の監視・指導、食品の検査・調査体制を充実します。（生活衛生課、

環境衛生試験所）

②医薬品などの適正な管理・使用のための、監視指導・啓発指導を進

めるとともに、検査計画に従って医薬品・家庭用品の検査体制を充

実します。（生活衛生課、環境衛生試験所）

③旅館・公衆浴場・理美容・クリーニング業などの衛生状態の監視・

指導と自主的な衛生管理の確立を促進するとともに、多様化する営

業形態に対応した監視･指導を充実します。（生活衛生課）

④周辺市町村の斎場との連携を図るとともに、人生の終焉の場にふさ

わしい斎場の円滑な運営に努めます。また、斎場の老朽化や今後の

火葬件数の増加に対応した新斎場の建設を推進します。（市民課）

施 策
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後期基本計画【保健・福祉分野】

１ 健やかに暮らし認め合い支え合うまち 【保健・福祉分野】

政策１－４ 安心して暮らせる生涯健康づくりの推進

施策の体系

142 地域医療体制の充実

01 医療提供体制の整備

02 公的医療保険等の充実

主担当 保健福祉部

１４２ 地域医療体制の充実

【方針】（基本施策の目指すもの）

信頼される地域医療と救急体制のもと、だれもがいつでも身近な地域で安心して、

質の高い医療が受けられるまちを目指します。

【現況と課題】

◇医療ニーズの多様化・高度化など医療を取り巻く環境が変化している中、信頼される地域医

療や救急体制の充実、高度医療などによる医療水準の向上が求められています。

◇医療技術が高度化している中、地域の中核病院の一つである長野市民病院の高度・救急医療

などの充実が必要です。

◇将来にわたり持続可能な医療保険制度の確保に向けた改革が行われている中、国民皆保険の

基盤となる国民健康保険の安定的運営が求められています。

基本施策
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後期基本計画【保健・福祉分野】

主担当 長野市保健所総務課

142-01 医療提供体制の整備

施策の目標
医療関係機関や医療機関などとの連携や医療提供体制の充実などに

より、信頼される地域医療と救急体制を確立します。

主な取組

①医師会・歯科医師会・医療機関との連携により、救急医療体制の整

備・充実を図ります。特に、効果的な小児救急医療体制の充実に努

めます。（長野市保健所総務課）

②院内感染の防止など適正かつ安全な医療を確保するための医療機関

への相談、指導、確認などを実施するとともに、医療安全支援セン

ター※における相談体制を整備し、地域医療の充実に努めます。（長

野市保健所総務課）

③地域の中核病院の一つとして長野市民病院において、がんを中心と

した高度・救急医療などの充実を図るとともに、経営の安定化・健

全化に努めます。（医療事業課）

④中山間地域における医療提供体制を維持するため、直営診療施設の

適切な運営を図ります。（医療事業課）

主担当 国民健康保険課

142-02 公的医療保険等の充実

施策の目標

国民健康保険の安定的な運営や障害者などに対する福祉医療の充実

などにより、安心して医療を受けられる公的医療保険などの維持・充

実を目指します。

主な取組

①国民健康保険など医療保険制度の安定的運営に向けて、疾病の予

防・早期発見のための特定健康診査・特定保健指導の充実や適正受

診の啓発などによる医療費の適正化を図るとともに、保険料の適正

な賦課と収納率の向上に努めます。また、高齢者医療制度の改革に

合わせた新制度の円滑な運営に努めます。（国民健康保険課、高齢者福

祉課）

②障害者などが安心して適正な医療を受けられるよう、医療費の自己

負担を軽減するための福祉医療制度の充実を図ります。（厚生課）

※医療安全支援センター…身近な地域において医療に関する患者の苦情や相談などに迅速に対応し、

患者・家族などと医療機関との信頼関係の構築に取り組んでいくため、医療法で都道府県や保健所

設置市などに設置することとされている施設のこと。

施 策

施 策
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後期基本計画【保健・福祉分野】

１ 健やかに暮らし認め合い支え合うまち 【保健・福祉分野】

政策１－５ 人権を尊ぶ明るい社会の形成

施策の体系

151 人権尊重社会の実現

01 人権尊重の推進

主担当 保健福祉部

１５１ 人権尊重社会の実現

【方針】（基本施策の目指すもの）

すべての人が人間として尊重され、共に心豊かな生活を送ることができるよう、あ

らゆる差別のない明るい社会の実現を目指します。

【現況と課題】

◇すべての人が共に生きる社会を築いていく上で、差別や偏見の解消は重要な課題となってお

り、同和問題・外国人・子ども・高齢者・障害者などあらゆる分野の人権を尊重する意識を

高める教育・啓発活動をしていくことが必要です。

基本施策
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後期基本計画【保健・福祉分野】

主担当 人権同和政策課

151-01 人権尊重の推進

施策の目標

家庭・学校・地域・職場などのあらゆる場で、人権同和教育・啓発

活動を推進するとともに、人権問題に対応する相談支援体制を充実す

ることにより、差別のない社会を目指します。

主な取組

①人権同和教育・啓発活動の指導者の養成や人権同和教育推進団体等

の育成など、人権尊重社会の実現に向け時代に対応した総合的な取

組を推進します。（人権同和政策課）

②家庭・学校・地域・職場などのあらゆる場や機会を通じて、人権啓

発活動を推進し、同和問題・外国人・子ども・高齢者・障害者など

あらゆる分野の人権を尊重する意識の向上を図ります。（人権同和政

策課）

③幼稚園・保育所・小学校・中学校・高等学校における一貫した人権

同和教育を推進し、差別に気づき、差別に打ち勝つ力を育成します。

（人権同和政策課）

④法務局や人権擁護委員などとの連携を強化し、人権に関する啓発・

相談体制を充実します。（人権同和政策課）

施 策
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後期基本計画【保健・福祉分野】

１ 健やかに暮らし認め合い支え合うまち 【保健・福祉分野】

政策１－５ 人権を尊ぶ明るい社会の形成

施策の体系

152 男女共同参画社会の実現

01 男女共同参画の推進

主担当 生活部

１５２ 男女共同参画社会の実現

【方針】（基本施策の目指すもの）

男女が共に社会のあらゆる分野の活動に参画する機会が確保され、対等なパートナ

ーとして責任を分かち合い、性別にかかわりなく個性と能力を発揮できる男女共同参

画社会の実現を目指します。

【現況と課題】

◇社会通念・慣行・しきたりなど、人々の意識の中に依然として男女の能力や役割に対する固

定的な考え方が残っている中、性別による固定的な役割分担意識の解消が求められています。

◇法律・制度面では、仕事と家庭を両立しやすい環境が徐々に整備されていますが、男女共に

働き方を見直して、仕事と生活の調和を図るための環境整備が必要です。

基本施策
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後期基本計画【保健・福祉分野】

主担当 男女共同参画推進課

152-01 男女共同参画の推進

施策の目標

男女共同参画の意識啓発活動を推進するとともに、男女が共に社会

のあらゆる分野の活動に参画する機会が確保され、個性と能力を発揮

し、家庭・地域活動と職業生活を両立できる社会を目指します。

主な取組

①男女共同参画に関する一層の意識啓発活動と教育を推進するととも

に、相談体制の充実など、男女共同参画センターの機能を充実しま

す。（男女共同参画推進課）

②長野県女性相談センターなどとの連携により、女性に対する暴力の

根絶に向けた対策や被害者救済対策を推進するとともに、性の尊重

への意識啓発活動を充実します。（男女共同参画推進課、保育家庭支援

課）

③男性の家事・育児・介護への参画を促進する講座や、エンパワーメ

ント※講座などの各種講座の開催や市民団体等の活動支援などを通

じて、家庭・地域活動での男女共同参画を促進します。（男女共同参

画推進課）

④事業所に対する啓発活動により、男女の職域拡大や育児・介護休業

制度の周知や再就職支援など労働環境の整備を促進します。(男女共

同参画推進課、産業政策課)

⑤市の審議会等委員や地域の役員など、政策・方針決定（過程）の場

への女性の参画を促進します。（男女共同参画推進課）

※エンパワーメント…それぞれが、自らの知識と能力を高め、力を持った存在になること。本来持って

いる力を取り戻すこと。

施 策
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後期基本計画 【環境分野】

２ 豊かな自然環境と調和した潤いあるまち 【環境分野】

政策２－１ 豊かな自然環境の保全と創造

施策の体系

211 総合的・計画的な環境対策の推進

01 市民・事業者・行政の協働による取組の推進

02 環境教育と環境学習の推進

主担当 環境部

２１１ 総合的・計画的な環境対策の推進

【方針】（基本施策の目指すもの）

地球環境を思いやる人づくりを推進し、市民・事業者・行政が連携を強化して環境

への影響を低減するまちづくりを目指します。

【現況と課題】

◇温暖化や酸性雨等の地球規模での環境問題が発生している中、地域から環境問題に取り組む

ため、市民・事業者・行政の各主体の協働※による対策が必要です。

◇様々な資源などの消費が環境に多大な負荷をかけていることから、市民一人ひとりが自らの問題

として捉え、環境負荷を軽減するための具体的な行動を実践していくことが必要です。

※協働…市民と行政などの各主体が役割と責任を分担し、協力・連携して同じ目的に向かって働くこと。

基本施策
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後期基本計画 【環境分野】

主担当 ○○課 主担当 環境政策課

211-01 市民・事業者・行政の協働による取組の推進

施策の目標

市民・事業者・行政の協働体制を強化するとともに、市民・事業者

の自主的な活動や取組への積極的な支援を通じて、協働による環境対

策の充実を目指します。

主な取組

①ながの環境パートナーシップ会議※などを通じ、市民・事業者・行政

が協働して環境の保全や創造に向けて環境対策の充実を図ります。

（環境政策課）

②環境保全活動を推進する団体、事業者などを育成・支援します。

（環境政策課）

主担当 ○○課 主担当 環境政策課

211-02 環境教育と環境学習の推進

施策の目標

あらゆる機会を通じた啓発や環境教育・環境学習を実施することに

より、市民や事業者の環境に対する責任と自覚を促し、環境対策への

意識と行動力の向上を目指します。

主な取組

①学校教育や地域などにおいて環境教育・環境学習を推進し、次世代

を担う子どもたちの環境への理解・関心を深めます。（環境政策課）

②子どもから大人までを対象に、自然とのふれあいや観察できる体験

的な内容などにより、親しみやすい環境学習の機会を提供します。

（環境政策課）

③環境教育・環境学習の拠点の充実を図るとともに、環境保全活動等

の中心となる人材を育成します。（環境政策課）

④日常生活における環境情報の数値化などを進め、具体的で分かりや

すい環境情報を提供します。（環境政策課）

※ながの環境パートナーシップ会議…市民・事業者・行政が連携し、協働のもとに環境共生のまちづく

りに取り組む組織のこと。

施 策

施 策
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後期基本計画 【環境分野】

政策２－１ 豊かな自然環境の保全と創造

施策の体系

212 良好な自然環境の確保

01 自然環境の保全と生物多様性の確保

主担当 環境部

２１２ 良好な自然環境の確保

【方針】（基本施策の目指すもの）

豊かな自然環境のもとに生物多様性が確保され、きれいな水や大気、緑とのふれあ

いがあるまちづくりを目指します。

【現況と課題】

◇多様な動植物に恵まれている本市の豊かな自然を次の世代に引き継いでいくための取組が

必要です。

◇自然環境保全意識を高めるため、市民が自然とふれあうことができる場の確保が求められて

います。

基本施策
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後期基本計画 【環境分野】

主担当 ○○課 主担当 環境政策課

212-01 自然環境の保全と生物多様性の確保

施策の目標

市民・事業者・行政の協働のもと、自然環境の保全や希少動植物を

保護することにより、次世代へ継承すべき多様で豊かな生態系の確保

を目指します。

主な取組

①各種法令等に基づき、適正な土地利用を誘導することなどにより、

良好な自然環境を保全します。（環境政策課）

②外来種の移入防止に関する啓発を推進するとともに、地域と連携し

た駆除を実施します。（環境政策課）

③実験林※やキキョウ・ミズナラなどの原生種の育成を通じ、地域特有

の生態系を保全するとともに、市民が自然と親しめる場を整備しま

す。（環境政策課）

④希少な野生動植物の生息・生育状況に関する調査を実施し、効果的

な保全対策を検討します。（環境政策課）

⑤計画的な森林整備により、地域の特性に応じた多様性のある森林づ

くりを進めます。（森林整備課）

⑥耕作放棄地の解消と環境にやさしい農業を推進します。（農政課、農

業委員会事務局）

⑦暮らしに密接なかかわりのある里山を保全・整備します。（森林整備

課、環境政策課）

⑧中山間地域の農業と農村の活動を支援し、農地や集落を維持すると

ともに、中山間地域が有する多面的な機能の保持を図ります。（農政

課）

※実験林…飯綱高原の自然を保全・復元していくため、管理方法の実験や生育状況の観察をしている森

林のこと。併せて、多様な森林景観を活用し、市民の散策や森林博物館的な勉強の場として整備も行

っている。

施 策
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後期基本計画 【環境分野】

２ 豊かな自然環境と調和した潤いあるまち 【環境分野】

政策２－２ 資源が循環する環境共生都市の実現

施策の体系

221 省資源・資源循環の促進

01 エネルギーの適正利用

02 ごみの発生抑制と再使用・再資源化の促進

03 ごみ処理体制の充実

04 良好な物質循環の確保

主担当 環境部

２２１ 省資源・資源循環の促進

【方針】（基本施策の目指すもの）

市民・事業者・行政がそれぞれの役割に応じ、ごみの発生抑制、再使用・再資源化

やエネルギーの適正利用を促進することで、環境共生都市※の実現を目指します。

【現況と課題】

◇大量生産・大量消費・大量廃棄の社会経済活動が環境に負荷をかけていることから、環境に配慮

したライフスタイルや事業活動を促進することが求められています。

◇二酸化炭素排出量を削減するため、省エネルギー※の取組や環境への負荷が少ない新エネル

ギー※等の活用が必要です。

◇循環型社会の構築を図るため、ごみを発生させない取組や再使用・再生利用による循環利用

の促進が必要です。

※環境共生都市…人が多様な自然や生物と共に生きられる環境への負荷が少ない都市のこと。

※省エネルギー…石油・電力・ガスなどのエネルギーを効率的に使用し、その消費量を節約すること。

※新エネルギー…自然の力を利用したり、今まで使われずに捨てていたエネルギーを有効使用する新し

いエネルギーのこと。具体的には太陽光発電、太陽熱利用、バイオマス・エネルギーなどがある。

基本施策
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後期基本計画 【環境分野】

主担当 ○○課 主担当 環境政策課

221-01 エネルギーの適正利用

施策の目標

市有施設をはじめ、家庭や事業所における省エネルギーを促進する

とともに、積極的に新エネルギー等を活用することにより、限りある

資源の有効利用を目指します。

主な取組

①冷暖房温度設定の適正化、ライトダウン※や自転車の利用など、家庭

や事業所などにおける省エネルギーの取組を促進します。（環境政策

課）

②太陽光発電システムやペレットストーブ※設置の支援などによる新

エネルギーの導入・活用を促進します。（環境政策課）

③バイオマス・エネルギー※に関しては、情報の共有化や新しい事業の

検討などにより、利活用を推進します。（環境政策課）

④市有施設への省エネルギーや新エネルギーの率先導入を図り、ベス

トミックス※化によるエネルギー管理を推進します。（環境政策課）

⑤長野市地球温暖化防止活動推進センター※において、CO2 排出量の

見える化などを検討し、エネルギーの適正利用の学習・啓発活動を

推進します。（環境政策課）

※ライトダウン…屋外照明や家庭における電気を消して電力消費を削減すること。なお、ライトダウン

促進のため、毎年 夏至、冬至前後の一定期間、ライトアップに馴れた日常生活の中で、日頃いかに照

明を使用しているかを市民一人ひとりが実感し、温暖化問題を考える機会をつくることを目的として、

ライトアップ施設や家庭の電気を消していただくよう呼びかける「ライトダウンキャンペーン」を行

っている。

※ペレットストーブ…端材や間伐材などを破砕・加工し、ペレット（小さなかたまり）状に成型したも

のを燃料とするストーブのこと。

※バイオマス・エネルギー…生物由来の有機性エネルギーや資源（化石燃料を除く）のこと。（「バイオ

マス」…家畜排せつ物や生ごみ、果樹剪定枝など動植物から生まれた再生可能な有機性資源のこと。）

※ベストミックス…各電源を最適なバランスで組み合わせていくこと。化石燃料をできる限り利用せず

に必要な電力を安定供給する組合せが必要。

※長野市地球温暖化防止活動推進センター…「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、地球温

暖化対策に関する普及啓発の拠点として、社団法人長野県環境保全協会を指定し、平成 22 年 10 月に

「長野市地球温暖化防止活動推進センター」を開設した。温暖化防止に関する講座や講演、広報、NPO

団体等の活動支援、省エネ相談などを行っている。

施 策
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後期基本計画 【環境分野】

主担当 ○○課 主担当 生活環境課

221-02 ごみの発生抑制と再使用・再資源化の促進

施策の目標

市民・事業者・行政が連携し、ごみになるものを減らし、繰り返し

使えるものは使い、資源として再生利用する３Ｒ※の徹底を目指しま

す。

主な取組

①レジ袋の削減や容器包装の店頭回収など、市民・事業者・行政が連

携してごみの発生抑制、再使用・再資源化を促進します。（生活環境

課）

②啓発活動や地域との連携により、ごみの分別や適正な排出ルールを

徹底します。（生活環境課）

③家庭の可燃ごみに多く含まれる生ごみについて、自家処理による堆

肥化などの促進や食べ残しを削減する食生活の普及啓発により、減

量を図ります。（生活環境課）

④事業所におけるごみの減量や資源化を促進するため、ながのエコ・

サークル※の普及促進や事業者への啓発・指導を強化します。（生活

環境課）

⑤家庭ごみ処理の有料化の効果を検証し、有料化制度の適切な運用を

図ります。（生活環境課）

※３R…リデュース（Reduce）、リユース（Reuse）、リサイクル（Recycle）の３つのＲの総称であり、

ごみを減らし、使える物は繰り返し使い、ごみを資源として再生利用すること。

※ながのエコ・サークル…ごみの減量・リサイクルの推進により、環境保全に配慮した事業活動などに

取り組む事業所を認定する長野市独自の制度のこと。事業所の申請に基づき取組状況の審査後、ゴー

ルド・シルバー・ブロンズの３段階のランクに認定する。

施 策
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後期基本計画 【環境分野】

主担当 ○○課 主担当 生活環境課

221-03 ごみ処理体制の充実

施策の目標
環境に配慮したごみ焼却施設の建設や効率的な収集などにより、ご

み処理体制の充実を目指します。

主な取組

①長野広域連合が設置するごみ焼却施設について、地元住民との十分

な協議による合意形成を図り、早期整備を推進します。（生活環境課）

②ごみの分別や排出が困難な高齢者や障害者などが分別・排出しやす

いごみ収集体制を検討します。（生活環境課）

③資源化の拡大に対応できるよう、民間の資源化処理施設の開設を促

進します。（生活環境課）

主担当 ○○課 主担当 環境政策課

221-04 良好な物質循環の確保

施策の目標
雨水やバイオマス資源を利活用することにより、良好な物質循環の

確保を目指します。

主な取組

①限りある水資源を大切にする心の育成を図ります。（環境政策課、上

下水道局総務課）

②市民・事業者・ＮＰＯ団体などと連携して、間伐材や生ごみなどの

バイオマス資源の利活用を図ります。（環境政策課、生活環境課）

③雨水などの貯留・浸透機能を高める雨水貯留施設※の設置を支援し、

雨水の有効利用を促進します。（河川課）

※雨水貯留施設…雨水を貯め、流出を抑制する施設のこと。貯めた雨水を樹木・草花や庭への散水に利

用することにより、自然な地下浸透の効果もある。

施 策
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後期基本計画 【環境分野】

２ 豊かな自然環境と調和した潤いあるまち 【環境分野】

政策２－３ 良好な生活環境の形成

施策の体系

231 生活環境の保全

01 適正な廃棄物の処理の推進

02 環境美化の推進

03 公害防止対策の充実

主担当 環境部

２３１ 生活環境の保全

【方針】（基本施策の目指すもの）

廃棄物※の適正処理を進めるとともに、環境美化や公害防止のための意識の高揚を図

ることにより、清潔で快適な生活環境の実現を目指します。

【現況と課題】

◇廃棄物を大量に長期間ため込むなどの不適正な保管を解消するため、市民・事業者・行政が

それぞれの責務を果たし、廃棄物の適正処理を進める必要があります。

◇廃棄物の不法投棄があとをたたない中、環境美化意識の高揚や捨てられにくい環境づくりが

必要です。

◇市民の環境に対する関心が高くなってきていることから、騒音や自動車の排出ガスなどによ

る大気汚染等、生活に起因する生活型公害※が増加傾向にあり、抑制に向けた取組が必要で

す。

※廃棄物…ごみ、燃え殻、汚泥などの汚物又は不要物のこと。産業廃棄物と一般廃棄物に分類され

る。このうち、一般廃棄物については、さらに事業系一般廃棄物と家庭系一般廃棄物に分類され

る。

※生活型公害…近隣騒音・生活雑排水による河川・湖沼の汚染などの都市活動や生活に密接に関係する

公害のこと。

基本施策
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後期基本計画 【環境分野】

主担当 ○○課 主担当 廃棄物対策課

231-01 適正な廃棄物の処理の推進

施策の目標
廃棄物処理事業者・排出事業者に対する監視・指導や災害廃棄物の

円滑な処理などにより廃棄物の適正処理を目指します。

主な取組

①廃棄物処理事業者や処理施設に対する計画的な立入検査や監視・指

導を充実します。また、排出者責任の原則に基づき、排出事業者へ

の啓発・指導を充実します。（廃棄物対策課）

②大規模地震や水害などの災害時に発生する廃棄物に対する処理体制

の構築に努めます。（生活環境課）

③未水洗化世帯のし尿などを適正に処理するため、処理量に見合った

収集体制や処理施設のあり方の検討を進めます。（生活環境課）

主担当 ○○課 主担当 環境政策課

231-02 環境美化の推進

施策の目標
監視体制や啓発活動を強化し、市民・地域などとの連携による美し

い生活環境づくりを目指します。

主な取組

①市民などからの通報体制や関係機関との連携などにより、監視体制

を充実し、不法投棄の未然防止と早期発見を図ります。また、発見

した不法投棄に対しては、関係機関と連携し、適正に対応します。

（生活環境課、廃棄物対策課）

②啓発活動により環境美化意識を高め、ごみのポイ捨てなどをされに

くい環境づくりを推進します。（環境政策課）

施 策

施 策
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後期基本計画 【環境分野】

主担当 ○○課 主担当 環境政策課

231-03 公害防止対策の充実

施策の目標

大気・水質・騒音などに関する環境基準の達成・維持や、生活騒音

等の防止に向けた啓発により、健康で安全な生活環境の形成を目指し

ます。

主な取組

①工場や事業所などにおける規制基準遵守のため、指導と立入検査な

どを充実します。（環境政策課、環境衛生試験所）

②日常生活に起因する悪臭や騒音などの生活型公害については、発生

源に対して指導するとともに、発生抑制に向けて啓発活動を推進し

ます。（環境政策課）

③大気・水質・騒音などの監視や検査により、環境汚染等の未然防止

を図ります。（環境政策課、環境衛生試験所）

④地下水の揚水量の把握や監視により、地盤沈下被害の未然防止に努

めます。（環境政策課）

施 策
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後期基本計画 【環境分野】
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後期基本計画 【環境分野】

２ 豊かな自然環境と調和した潤いあるまち 【環境分野】

政策２－３ 良好な生活環境の形成

施策の体系

232 上下水道等の整備

01 安全でおいしい水の安定的な供給

02 公共下水道等の普及促進

主担当 上下水道局

２３２ 上下水道等の整備

【方針】（基本施策の目指すもの）

ライフライン※として重要な上下水道等を計画的・効率的に整備し、安全で快適な生

活環境の形成を目指します。

【現況と課題】

◇水道の普及率はほぼ 100％であり、水源の保全や水質管理の徹底などにより、安全でおいし

い水の安定した給水体制を維持していく必要があります。

◇下水道等の普及率は 90％を超えており、全戸水洗化と効率的な維持管理を進める必要があり

ます。

※ライフライン…電気・ガス・水道や電話など、日常生活の機能を保つ生命線のこと。

基本施策
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後期基本計画 【環境分野】

主担当 ○○課 主担当 配水管理課

232-01 安全でおいしい水の安定的な供給

施策の目標
日常生活に必要不可欠な水の安全性とおいしさを確保するととも

に、計画的な水道施設の整備により安定的な供給を目指します。

主な取組

①老朽化した水道施設の計画的な更新や配水区域のブロック化※など

により災害に強い水道を整備し、安定した給水体制の確保を図りま

す。（配水管理課、上下水道局サービスセンター）

②関係機関や地域と連携して水道水源の保全を図るとともに、水道水

質を向上させ、安全でおいしい水を提供します。（浄水課、上下水道

局サービスセンター）

主担当 ○○課 主担当 下水道建設課

232-02 公共下水道等の普及促進

施策の目標
全戸水洗化を目指した公共下水道等の整備により、水質の保全と衛

生的な生活環境の形成を目指します。

主な取組

①地域の条件に応じた整備手法により、全戸が水洗化できるよう、公

共下水道等の効率的かつ計画的な整備を推進します。（下水道建設課）

②公共下水道等への接続の普及啓発活動を強化し、各戸の水洗化を促

進します。（業務課）

③下水道事業の効率的な経営に向け、公共下水道等の施設を適切に管

理するとともに、老朽化した施設や耐震化が必要な施設の改築など

を計画的に進めます。（下水道建設課、下水道施設課）

※配水区域のブロック化…水量・水圧・水質の安定、災害発生時における迅速な対応や水道管路の維持

管理の効率化を図るため、市内をブロックに区画割りすること。

施 策
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後期基本計画 【環境分野】

２ 豊かな自然環境と調和した潤いあるまち 【環境分野】

政策２－３ 良好な生活環境の形成

施策の体系

233 緑化・親水空間の充実・創造

01 豊かな緑化空間の整備

02 潤いある親水空間の整備

主担当 都市整備部

２３３ 緑化・親水空間の充実・創造

【方針】（基本施策の目指すもの）

生活に身近な緑化空間や親水空間の整備により、潤いとやすらぎを実感できる空間

の充実と創造を目指します。

【現況と課題】

◇街並みにゆとりや豊かさが求められている中、水と緑をいかした潤いとやすらぎを感じられ

る空間の充実を図る必要があります。

◇市民の緑に求めるニーズが多様化する中、地域の特性をいかした公園づくりや緑の質的向上

を図る必要があります。

◇豊かな自然をいかした緑の整備や自然環境や水辺の生物とふれあうことのできる河川等の

整備が必要です。

基本施策

59



後期基本計画 【環境分野】

主担当 ○○課 主担当 公園緑地課

233-01 豊かな緑化空間の整備

施策の目標

市民の緑化意識の高揚を図るとともに、豊かな自然環境に調和した

質の高い緑化を推進し、緑や花々にふれることのできる空間の整備を

目指します。

主な取組

①緑とふれあう機会を提供するとともに、緑化活動を支える人材を育

成し、市民の緑化意識の高揚と緑化活動の拡大を促進します。（公園

緑地課）

②地域のバランスに配慮しながら公園を適正に配置するとともに、災

害発生時にも対応できる公園の整備に努めます。また、市民の積極

的な参画のもと、地域の特性をいかした公園の活用を検討し、公園

利用の促進を図ります。（公園緑地課）

③低・未利用地を活用した緑化空間の創出や、街路樹の適正な維持管

理などにより、市街地の緑の充実を図ります。（公園緑地課）

④森林や河川の緑地と市街地の街路樹や公園による緑のネットワーク

を形成し、多様な生物の生息環境を確保します。（公園緑地課）

⑤工場や事業所などに緑化を義務付けるとともに、優れた緑化活動に

取り組んだ事業者を顕彰し、事業者の緑化を促進します。また、屋

上緑化・壁面緑化などを含む幅広い緑化手法の普及を図ります。（公

園緑地課）

主担当 ○○課 主担当 河川課

233-02 潤いある親水空間の整備

施策の目標

河川等がもつ環境面での多様な機能に配慮し、市民が水に親しみな

がら、水辺の大切さを学ぶことができるような親水空間の整備を目指

します。

主な取組

①河川、水路、ため池などを親水性※や生態系などに配慮して整備しま

す。（河川課、農業土木課）

②親水性に配慮した河川等の利用を促進することなどにより、河川の

水質保全の啓発を進め、水辺の保全意識の向上を図ります。（河川課、

環境政策課）

※親水性…水や河川などに触れたり接することができる、水に親しむことを可能とする性能及び形状の

こと。

施 策

施 策

60



後期基本計画 【防災・安全分野】

３ より安全で安心して暮らせるまち【防災・安全分野】

政策３－１ 災害に強いまちづくりの推進

施策の体系

311 防災対策の推進

01 防災体制の整備

02 治山・治水対策の推進

主担当 総務部

３１１ 防災対策の推進

【方針】（基本施策の目指すもの）

自助・互助・公助※の理念のもと、市民・地域・事業者・関係機関・行政が一体とな

った防災対策を推進することにより被害の軽減を図り、各種災害から市民の生命・財

産を守る災害に強いまちを目指します。

【現況と課題】

◇合併による市域の拡大や、複雑・多様化する災害要因などの変化を踏まえた防災体制を整備

し、市民一人ひとりが防災に対する意識を高め、地域における協力体制を整える必要があり

ます。

◇近年の気象変化による局地的大雨などにより、土砂崩落や浸水被害が発生しており、一級河

川などの整備、土砂災害対策や雨水排水対策を進める必要があります。

◇大規模な地震の発生や、これに伴う二次災害などに対応するための体制の構築が求められて

います。

※ 自助・互助・公助・・・「自助」…自らの身は自らで守ること、「互助」…地域の安全は地域住民が

互いに助け合って守ること、「公助」…個人や地域の力では解決できないことを、公的機関が行うこ

と。

基本施策
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後期基本計画 【防災・安全分野】

主担当 危機管理防災課

311-01 防災体制の整備

施策の目標

災害に対する自主防災意識の高揚、地域防災力の強化、防災対策の

総合的な推進により、災害時の被害を最小限に抑制することを目指し

ます。

主な取組

①地域防災計画に基づく、各種災害の予防対策、応急対策、復旧対策

を推進します。また、国民保護計画による緊急事態などへの適切な

対応を図ります。（危機管理防災課）

②防災に関する学習や情報提供の推進により、自助を育む市民防災意

識の啓発に努めます。（危機管理防災課）

③自主防災組織※等の組織づくりと地域の特性に応じた防災訓練や地

域防災マップ※づくりなどの活動を促進し、地域防災力の強化を図り

ます。（危機管理防災課、警防課）

④地域との連携により、高齢者や障害者など災害時要援護者への支援

体制の充実を図ります。（危機管理防災課、予防課、厚生課）

⑤防災情報システムの整備・高機能化を推進します。また、地域や関

係機関などと連携し、災害情報が迅速かつ確実に共有できる体制づ

くりに努めます。（危機管理防災課、警防課、通信指令課）

⑥大規模災害に備え、避難・医療・収容体制の充実や防災・救助活動

に必要な資機材、食料、医薬品などの備蓄を進めます。また、関係

機関との連携により、災害時におけるライフラインの確保体制の強

化に努めます。（危機管理防災課、保総務課、健康課、配水管理課）

⑦公共・民間建築物などの耐震性、耐火性の向上を図るほか、密集住

宅地などにおける安全性向上対策を推進します。（建築指導課、危機

管理防災課、まちづくり推進課）

※自主防災組織・・・主に自治会(区)が母体となって、地域住民が自主的に連帯して防災活動を行う任意

団体のこと。

※地域防災マップ・・・自主防災組織ごとに、災害時の避難経路や危険箇所などの情報を地図上に表示し

たものをいう。

施 策
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後期基本計画 【防災・安全分野】

主担当 河川課

311-02 治山・治水対策の推進

施策の目標
森林の適切な管理・整備、河川の改修・補修、排水路などの雨水排

水施設の計画的な整備により、災害の未然防止を目指します。

主な取組

①計画的な森林の整備による山地災害の抑制を図ります。また、県な

どの関係機関との連携により、地すべりや土石流、急傾斜地などの

危険箇所の土砂災害対策を促進します。（森林整備課、河川課）

②水路・調整池・ポンプ場などの雨水排水施設を総合的に整備すると

ともに、機能維持を図ることにより、市街地などの局地的な浸水被

害の防止を図ります。（河川課、維持課）

③千曲川や浅川など、国、県が管理する河川の総合的な治水対策の促

進を、地域と連携し国・県それぞれに強く要望していきます。（河川

課）

④大雨時などの雨水の流出を抑制するため、公共施設や一般住宅等へ

の雨水貯留施設※設置の普及を進めます。（河川課）

※雨水貯留施設・・・屋根に降った雨を一時的に貯め、雨水の流出を抑制する施設のこと。貯めた雨水を

樹木・草花や庭への散水に利用することにより、自然な地下浸透の効果もある。

施 策
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後期基本計画 【防災・安全分野】

３ より安全で安心して暮らせるまち【防災・安全分野】

政策３－１ 災害に強いまちづくりの推進

施策の体系

312 消防・救急・救助体制の充実

01 消防体制の充実

02 救急・救助体制の充実

主担当 消防局

３１２ 消防・救急・救助体制の充実

【方針】（基本施策の目指すもの）

消防・救急・救助体制の充実により、複雑・多様化する火災や事故などの災害に迅

速かつ的確に対応し、市民の生命・財産を守ります。

【現況と課題】

◇ 市民・地域・消防団と連携し、火災の未然防止や被害の軽減に取り組んでいますが、一層

の防火・防災意識の高揚と迅速な消火体制が求められています。

◇ 救急出動件数の増加や災害現場での救助業務が多様化・高度化しており、救命率向上のた

め救急救命活動の強化が必要です。

基本施策
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後期基本計画 【防災・安全分野】

主担当 消防局総務課

312-01 消防体制の充実

施策の目標

地域・事業所・関係機関などの防災組織と連携し、防火意識の高揚

を図るとともに、消防施設・消防装備などの充実により、効果的な消

防体制を築きます。

主な取組

①火災予防・啓発活動の実施や防災市民センターの活用などにより、

市民の防災意識の高揚を図ります。（予防課、警防課）

②事業所などにおける防火管理体制の充実を図るとともに、防火対象

物※や危険物施設※の違反是正を推進します。（予防課）

③消防団員の加入促進を図るとともに、消防団員の教育・訓練や消防

団の施設・装備などを充実し、消防団組織・活動の強化を図ります。

（消防局総務課、警防課）

④消防通信施設の高度化を図るなど、災害時の拠点機能を充実します。

また、資機材の整備、車両の計画的な配置による消防装備の充実を

推進します。（消防局総務課、警防課、通信指令課）

⑤市町村消防の広域化の研究を進めます。（消防局総務課）

※防火対象物・・・消防法により火災予防が義務付けられている映画館・百貨店・病院・学校・工場等の

建築物などのこと。

※危険物施設・・・石油類などの危険物の貯蔵施設などのこと。

施 策
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後期基本計画 【防災・安全分野】

主担当 警防課

312-02 救急・救助体制の充実

施策の目標

市民を対象とした応急手当の普及啓発等や、多様化する事故・災害

などの緊急事態に備えた救急・救助体制の充実により、救命率の向上

を目指します。

主な取組

①適切な救急救命処置を周知するため、応急手当普及員※の養成や救命

講習会の充実により、市民に対する正しい応急手当の普及啓発を進

めます。（警防課）

②救急救命士※・救助隊員の育成強化、高規格救急車※の適正な配備、

救助用資機材などの整備を進めるとともに、医療機関との連携に努

めます。（警防課）

※応急手当普及員・・・所属する事業所の従業員や防災組織の構成員などに対して、救命講習を指導する

者のこと。

※救急救命士・・・病院などに傷病者を搬送するまでの間に、医師の指示の下に救急救命措置を行うこと

ができる国家資格を有する者のこと。

※高規格救急車・・・救急現場や搬送途上において、高度な応急措置を行うための資機材等を備えた救急

車のこと。

施 策
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後期基本計画 【防災・安全分野】

３ より安全で安心して暮らせるまち【防災・安全分野】

政策３－２ より安心して暮らせる安全社会の形成

施策の体系

321 日常生活の安全性の向上

01 交通安全対策の推進

02 防犯対策の推進

03 消費生活の安全確保

主担当 地域振興部

３２１ 日常生活の安全性の向上

【方針】（基本施策の目指すもの）

市民・地域・関係機関との連携により、交通事故・犯罪の危険防止や消費生活の安

全を確保するための環境づくりを推進し、より安心して共に暮らせる安全な社会を目

指します。

【現況と課題】

◇ 交通事故が多発している中、交通事故防止に向けた取組を強化し、死者・負傷者を抑制す

る必要があります。

◇ 多種多様な犯罪が発生し、治安に対する不安が解消されない中、市民の防犯意識の高揚を

図るとともに、地域ぐるみの防犯対策を進める必要があります。

◇ 悪質商法などの消費者トラブルや振り込め詐欺があとを絶たない中、消費者意識の啓発や

相談体制を充実する必要があります。

基本施策
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後期基本計画 【防災・安全分野】

主担当 交通政策課

321-01 交通安全対策の推進

施策の目標
市民の交通安全意識の高揚とマナーの向上や交通環境の整備などの

安全対策により、交通事故のない安全な社会を目指します。

主な取組

①幼児から高齢者に至るまで、地域、学校、職場など、あらゆる場を

活用することにより、体験・実践型交通安全教育や広報活動を推進

し、交通安全に対する意識の高揚とマナーの向上を図ります。（交通

政策課）

②地域住民、関係機関、交通安全推進団体等との連携を図り、地域で

の交通安全への取組を促進します。（交通政策課）

③標識やカーブミラーなど交通安全施設の整備、歩道・自転車レーン

の整備や交差点改良など、道路交通環境の充実を図ります。（道路

課・維持課）

④自転車の適正利用の啓発を進めるとともに、自転車駐車場を整備し、

安全で円滑な通行の確保を図ります。（交通政策課）

⑤市民・地域・事業者・関係機関との連携による除雪対策により、冬

期間の安全対策の充実を図ります。（維持課）

主担当 市民活動支援課

321-02 防犯対策の推進

施策の目標

市民の防犯意識の啓発・高揚、自主的な地域防犯活動への支援、犯

罪を防止するための環境整備により、犯罪の起こりにくい社会を目指

します。

主な取組

①防犯に関する広報活動等を実施し、市民の意識を高めるとともに、

子どもや高齢者の安全確保への取組など、地域における自主的な防

犯活動を支援します。（市民活動支援課）

②地域住民、関係機関、地域防犯活動団体等との連携を図るとともに、

警察署など関係機関に対し、防犯・相談体制などの充実を要請して

いきます。（市民活動支援課）

③環境に配慮した省エネ機器照明タイプの防犯灯の推奨と設置への支

援などにより、夜間等における地域の安全確保と犯罪防止を図りま

す。（市民活動支援課）

施 策

施 策
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後期基本計画 【防災・安全分野】

主担当 市民課

321-03 消費生活の安全確保

施策の目標
消費生活に関する消費者意識の啓発や相談・苦情処理体制の充実に

より、消費者の安全確保を目指します。

主な取組

①消費生活に関する迅速な情報提供や学習機会の充実により、消費者

意識の向上を図り、悪質商法の被害などの未然防止と拡大防止を推

進します。（市民課）

②消費生活センターなどにおける相談・苦情処理体制の充実を図ると

ともに、相談・啓発活動の担い手となる地域の人材の育成を促進し

ます。（市民課）

施 策
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後期基本計画 【防災・安全分野】
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後期基本計画 【教育・文化分野】

政策４－１ 次世代を担う人材の育成と環境の整備

施策の体系

411 魅力ある教育の推進

01 幼児教育の充実

02 小・中学校の教育の充実

03 高等学校・大学等の教育の充実

04 一人ひとりの子どもに応じた支援

05 快適で安全な教育環境の整備

主担当 教育委員会事務局

４１１ 魅力ある教育の推進

【方針】（基本施策の目指すもの）

子どもの個性を尊重し、発達段階に応じた魅力ある教育を推進することで、意欲を

もって自主的に行動し、豊かな人間性を兼ね備えたたくましい人材の育成を目指しま

す。

【現況と課題】

◇グローバル化が進むなど、社会環境が急速に変化するとともに、ライフスタイルが多様化す

る中、コミュニケーション能力や環境の変化に適応できる力を身につけた子どもを育成する

必要があります。

◇学校や友達になじめない子どもや障害のある子どもなどに対して、個々の状況に応じた適切

な指導や相談体制をより一層充実する必要があります。

◇年少人口が減少する中、学校の児童・生徒数に差が生じており、適切な対応が求められてい

ます。

４ 心豊かな人と多彩な文化が輝くまち 【教育・文化分野】

基本施策
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後期基本計画 【教育・文化分野】

主担当 ○○課 主担当 保育家庭支援課

411-01 幼児教育の充実

施策の目標
幼稚園・保育所・小学校の連携や交流の促進など幼児教育の充実に

より、人間形成の基礎となる豊かな心と社会性の育成を目指します。

主な取組

①幼児期から学童期への移行に当たり、教育的な指導や支援が円滑に

行われるよう、幼稚園・保育所・小学校の連携強化と交流を推進し

ます。（学校教育課、保育家庭支援課）

②幼稚園と保育所の一体化を含め、就学前の子どもに関する教育や保

育を提供する体制の整備を図ります。（保育家庭支援課、学校教育課）

③私立幼稚園・保育所などへの支援により、保護者の経済的負担の軽

減と幼児教育を受ける機会の充実を図ります。（保育家庭支援課）

主担当 学校教育課

411-02 小・中学校の教育の充実

施策の目標

基礎・基本の定着に向けた授業改善や地域の特色をいかした学校づ

くりなどにより、確かな学力の向上と創造力や感性の育成など、子ど

もの個性をいかす教育の展開を目指します。

主な取組

①指導内容や指導方法の工夫・改善により、基礎学力の定着を図ると

ともに、体力の形成に努め、体験交流や体験学習、集団活動の実践

により、自ら学び、考え、行動する力を育成します。（学校教育課）

②教職員研修や研究の充実により、教職員の資質・能力の向上を図り、

児童・生徒や保護者から、より一層信頼される教職員を養成します。

（学校教育課）

③社会人講師の招へいなど地域の特色や教育力を活用した学校づくり

を進めます。また、学校間の連携や交流を推進します。（学校教育課）

④一校一国運動※の継承と発展など国際理解教育を推進するとともに、

情報教育・環境教育・キャリア教育※などにより、子どもたちの広い

視野を培い、社会の変化に対応できる力の育成を図ります。（学校教

育課）

⑤学校図書館の充実を図り、児童・生徒の読書活動を推進します。（学

校教育課）

※一校一国運動…市内の小・中学校が相手国を決め、その国の文化や歴史の学習と交流を通して国際理

解や友好を深めようとするために長野オリンピックの開催をきっかけに始まった運動のこと。

※キャリア教育…一人ひとりの社会的･職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを

通して、社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方の実現を促す教育のこと。

施 策

施 策
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後期基本計画 【教育・文化分野】

主担当 教育委員会事務局総務課

411-03 高等学校・大学等の教育の充実

施策の目標

市立高等学校としての特長や特色ある教育を実践するとともに、大

学等高等教育機関との連携により、より高度で専門性を持った人材の

育成を目指します。

主な取組

①市立長野高等学校では、職業観、勤労観、社会性を涵養する多様な

学びを通して生徒一人ひとりの個性・能力を伸ばします。また、地

域社会や大学などが持つ専門的・実践的な知識・技術の導入により、

社会とのかかわりの中で自己実現を図ることができる教育を推進す

るとともに、スポーツや文化芸術活動の充実など、特色ある教育を

推進します。（学校教育課）

②私立の高等学校や大学・専修学校の教育環境の充実に向けて支援し

ます。（教育委員会事務局総務課、企画課）

③大学や専門学校などの高等教育機関との連携により、高等教育を受

ける機会の充実を図るとともに、高等教育機関の地域への貢献を促

進します。（企画課）

主担当 学校教育課

411-04 一人ひとりの子どもに応じた支援

施策の目標
個々の実態に応じた指導や相談体制の充実などにより、子ども一人

ひとりが自立し、主体的に社会参加できる環境を目指します。

主な取組

①家庭・学校・地域・関係機関などの連携を強化し、不登校やいじめ

などの未然防止と相談体制の整備・充実を図ります。（学校教育課）

②医療機関・福祉機関などと連携し、障害等のある子どもの支援体制

を整備します。（保育家庭支援課、学校教育課、障害福祉課）

③幼稚園・保育所・小学校・中学校において、障害等のある子どもと

ない子どもが自然に接することのできる育成支援体制を整備しま

す。（保育家庭支援課、学校教育課）

施 策

施 策
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後期基本計画 【教育・文化分野】

主担当 教育委員会事務局総務課

411-05 快適で安全な教育環境の整備

施策の目標
健康づくりの推進や安全な施設整備などにより、子どもたちが健や

かに育ち、安心して快適に学習できる環境を目指します。

主な取組

①耐震補強や老朽化した施設の計画的な改修を進めるとともに、災害

時や緊急時の危機管理体制を強化し、安全で安心して学習できる教

育環境の整備を図ります。（教育委員会事務局総務課、学校教育課）

②通学区域制度の弾力化などにより、学校規模の適正化を図ります。

（学校教育課）

③安全で安心な学校給食を提供するとともに、地域食材の利用や食育

指導を推進します。（保健給食課、学校教育課）

④定期健康診断の充実などにより、子どもたちの健康の保持・増進を

図ります。（保健給食課）

施 策
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後期基本計画 【教育・文化分野】

４ 心豊かな人と多彩な文化が輝くまち 【教育・文化分野】

政策４－１ 次世代を担う人材の育成と環境の整備

施策の体系

412 家庭・学校・地域の連携による教育力の向上

01 家庭･地域の教育力の向上

02 家庭･学校・地域の連携と交流の推進

主担当 教育委員会事務局

４１２ 家庭・学校・地域の連携による教育力の向上

【方針】（基本施策の目指すもの）

基本的な生活習慣や豊かな情操を培う場である家庭の教育力を向上するとともに、

家庭・学校・地域がそれぞれの責任を果たしながら連携交流し、社会全体で子どもた

ちを守り育てるまちを目指します。

【現況と課題】

◇保護者などによる児童虐待やしつけ不足などの問題が深刻であり、保護者としての自覚の向

上とともに、家庭の教育力の向上が求められています。

◇世代間の交流や自然とのふれあいなどの体験活動が不足する中、地域住民や異なる年齢の子

ども同士の交流、体験活動の機会を提供する必要があります。

◇子どもを狙う事件の増加や有害な情報の氾濫など、子どもを取り巻く環境が悪化する中、家

庭・学校・地域の連携を強化し、地域ぐるみで子どもたちを育てる必要があります。

基本施策
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後期基本計画 【教育・文化分野】

主担当 生涯学習課

412-01 家庭・地域の教育力の向上

施策の目標
家庭教育講座の開催や子ども会活動を通した体験活動などにより、

家庭・地域の教育力の向上を目指します。

主な取組

①啓発活動や家庭教育講座の開催などにより、保護者の子育てに対す

る意識改革と子どものしつけや思いやりなどを育む家庭教育力の向

上を図ります。（生涯学習課）

②子ども会活動など異なる年齢の子どもたちの交流や体験活動を通

じ、自立心や協調性、社会性の育成に取り組みます。（生涯学習課）

③青少年錬成センターや少年科学センターなど、子どもたちの体験活

動の拠点となる青少年育成施設の活用を促進します。（生涯学習課）

主担当 生涯学習課

412-02 家庭・学校・地域の連携と交流の推進

施策の目標

関係団体との連携強化や地域に開かれた学校づくりなどにより、家

庭・学校・地域が連携・交流して子どもたちを守り育てていく環境を

目指します。

主な取組

①学校評議員制度※や学校評価の充実により、地域に開かれた学校づく

りを推進します。（学校教育課）

②放課後子どもプラン※の充実など、子どもが放課後や週末などに安心

して過ごせる居場所づくりを進めるとともに、地域住民との交流や

様々な体験活動を行える環境づくりを推進します。（生涯学習課）

③住民自治協議会※などの活動支援や連携強化により、子どもたちを取

り巻く有害環境対策や青少年の健全育成を推進します。（生涯学習課）

※学校評議員制度…家庭や地域との連携協力のもと、特色ある開かれた学校づくりを実現していくため

に学校長が評議員（地域関係諸機関の代表者・保護者・有識者の中から学校長が推薦し、教育委員会

が委嘱）から幅広く意見を聞くための制度のこと。

※放課後子どもプラン…地域社会の中で、放課後や週末などに子どもたちが安全で安心して、健やかに

育まれるよう、子どもたちの適切な遊びや生活の場を確保したり、小学校の余裕教室などを活用して、

地域の方々の参画を得ながら、学習やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動などの取組を実施

する計画のこと。

※住民自治協議会…地区全体で対応しなければならない課題に対し、地区住民の参画、各種団体のネッ

トワーク化、相互補完によって、地区の特性をいかした活動を総合的かつ柔軟に行う組織のこと。

施 策

施 策施 策
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後期基本計画 【教育・文化分野】

４ 心豊かな人と多彩な文化が輝くまち 【教育・文化分野】

政策４－２ 豊かに学びあう社会の形成

施策の体系

421 活力ある地域を創る生涯学習の推進

01 生涯学習環境の整備

02 学習成果の活用と地域づくりへの参加

主担当 教育委員会事務局

４２１ 活力ある地域を創る生涯学習の推進

【方針】（基本施策の目指すもの）

だれもが生涯にわたりいつでもどこでも自由に学び、互いに高めあうとともに、学

びの成果が活力ある地域づくりにつながる生涯学習のまちを目指します。

【現況と課題】

◇自己の能力向上や生きがいを求める傾向が強まる中、多様なニーズに対応した学習機会の提

供やだれもが学びやすい生涯学習の環境づくりが必要です。

◇学んだ成果をボランティア活動や地域づくりに還元していくことが求められています。

基本施策
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後期基本計画 【教育・文化分野】

主担当 生涯学習課

421-01 生涯学習環境の整備

施策の目標

学習意欲や多様な価値観に対応した学習機会や生涯学習施設の充実

などにより、生涯にわたり自ら学び互いに高めあえる学習環境を目指

します。

主な取組

①全市的な視野に立つサービスを行う生涯学習センターを中心に、市

民・高等教育機関・民間教育事業者などと連携しながら、生涯学習

体制の充実を図るなど、総合的・体系的に生涯学習を推進します。

（生涯学習課）

②地域課題をテーマとした講座開催など、多様化・高度化する市民ニ

ーズに対応する地域に根ざした学習機会の提供に取り組みます。（生

涯学習課）

③情報誌の発行やインターネットの活用などにより、生涯学習情報の

提供の充実を図ります。（生涯学習課）

④地域教育力の源であるとともに、コミュニティ※の拠点となる市立公

民館の充実を図ります。また、地域公民館の整備や活動を支援しま

す。（生涯学習課）

⑤図書館のサービス機能の充実を図るとともに、図書館分館設置の検

討を進めます。（生涯学習課）

主担当 生涯学習課

421-02 学習成果の活用と地域づくりへの参加

施策の目標
生涯学習を通した人のつながりや学習の成果を、社会や地域の中に

いかすことにより、いきいきとした地域づくりを目指します。

主な取組

①学習成果を発表する機会や活用する場の充実を図るとともに、学習

グループやサークルなどの情報提供や活動支援により、仲間づくり

を促進します。（生涯学習課）

②生涯学習リーダーバンク※の活用により、生涯学習指導者の養成と活

動体制の整備を図ります。（生涯学習課）

③市民が主体的に講座やイベントの企画運営に参画できる仕組みづく

りを進めます。（生涯学習課）

※コミュニティ…同一地域内に居住する人々が、自主性と責任に基づいて生活のあらゆる分野にわたっ

て共同する地域社会のこと。

※生涯学習リーダーバンク…生涯学習指導者を登録し、指導者の情報を市民に提供するとともに、指導

者の活躍の場の確保を図る制度のこと。

施 策

施 策
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後期基本計画 【教育・文化分野】

４ 心豊かな人と多彩な文化が輝くまち 【教育・文化分野】

政策４－３ ゆとりと潤いを感じる多彩な文化の創造と継承

施策の体系

431 多彩な文化の創造と文化遺産の継承

01 文化芸術活動への支援と文化の創造

02 歴史･文化遺産の活用と継承

主担当 教育委員会事務局

４３１ 多彩な文化の創造と文化遺産の継承

【方針】（基本施策の目指すもの）

貴重な文化遺産や伝統芸能を継承するとともに、新たな文化芸術を創造し、国内外

に発信することで、地域への誇りと愛着を育む文化力※あふれるまちを目指します。

【現況と課題】

◇ゆとりや潤いを求める社会環境の変化に伴い、文化芸術に対する市民の関心が高まってお

り、文化芸術の鑑賞機会の充実や文化芸術活動に対する支援が必要です。

◇市民による文化芸術活動が盛んに行われており、鑑賞・発表・創作・交流などを支える機能・

役割を持つ拠点を整備する必要があります。

◇市内には、善光寺・松代・戸隠など歴史に育まれた貴重な文化遺産が多く残されており、市

民とともに有効に活用しながら継承していくことが求められています。

※文化力…人生をより豊かにする力、世代を超えた喜びや感動をもたらす力、人々の心のつながりや連

帯感を形成する力など様々な力があり、これらの力を「文化力」とする。（長野市文化芸術及びスポー

ツの振興による文化力あふれるまちづくり条例の前文から要約）

基本施策
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後期基本計画 【教育・文化分野】

主担当 生涯学習課

431-01 文化芸術活動への支援と文化の創造

施策の目標

文化芸術の担い手を育成するとともに、市民の文化芸術活動を支援

することにより、文化的風土を醸成し、“ながの”の個性と魅力あふれ

る市民文化の振興を目指します。

主な取組

①文化芸術活動の拠点となる施設や表現スペースの整備を進めるとと

もに、発表する機会の充実を図ります。（生涯学習課）

②参加・育成型の文化芸術活動を促進するとともに、市民の自主的で

創造的な文化芸術活動を支援します。（生涯学習課）

③歴史と風土に育まれた“ながの”独自の文化を効果的に情報発信す

るとともに、文化芸術資産のデジタルアーカイブ化※を図ります。ま

た、郷土の文化や質の高い文化芸術にふれる機会の充実を図ります。

（生涯学習課）

④幼稚園・保育所・学校・文化施設・地域の文化芸術団体などの連携

を促進し、幼年期からの文化芸術体験を推進します。（生涯学習課）

⑤野外彫刻ながのミュージアム構想※を推進するとともに、積極的なＰ

Ｒを展開することにより、野外彫刻の魅力向上を図ります。（生涯学

習課、観光課）

※デジタルアーカイブ化…博物館、美術館、公文書館や図書館の収蔵品をはじめ、有形・無形の文化資

源などを、デジタル化して保存などを行うこと。

※野外彫刻ながのミュージアム構想…彫刻の持つ芸術性と社会機能を生かした新しい都市空間作りを目

指し創設した「長野市野外彫刻賞」の受賞作品を広く市民に鑑賞してもらえるよう、市内全域を美術

館になぞらえ、イベントなどの開催を通じて作品とのふれあいを図るとともに、新たな野外彫刻の設

置を進め、市民に親しまれる「彫刻のまちながの」を目指す構想のこと。

施 策
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後期基本計画 【教育・文化分野】

主担当 文化財課

431-02 歴史・文化遺産の活用と継承

施策の目標

市民と行政が一体となり、自然や文化財、伝統芸能などを地域資源

として積極的に保存・活用しながら後世へ継承することにより、歴史

的・文化的遺産をいかした魅力的な地域づくりを目指します。

主な取組

①地域の文化的資源の再発掘や、埋蔵文化財や民俗文化財などの調査

を進めます。また、その結果が学校教育や生涯学習で活用されるよ

う迅速な公開に努めます。（文化財課）

②伝統芸能の指導者・後継者の育成や保存団体を支援し、地域に根ざ

した伝統芸能継承活動を促進します。（生涯学習課）

③歴史的背景を持つ建造物、庭園、路地裏や地名をいかした街並みな

ど、伝統環境を保存・活用しながら、継承を進めるとともに、関係

者間の合意を図りながら、「善光寺と門前町」の世界遺産※登録に向

けて取り組みます。（文化財課）

④市民と行政が協働で取り組む文化財の保存と活用体制を整備し、体

験学習や公開の場を拡大するなど、観光と結びつけた効果的な情報

発信を図ります。（文化財課、観光課）

⑤展示の工夫や案内ボランティアの配置を進め、博物館や真田宝物館

など展示公開施設のサービス向上と施設の充実を図ります。（文化財

課）

※世界遺産…ユネスコで採択した世界遺産条約に基づき、人類共通の遺産として保護していくために世

界遺産リストに登録された、世界的に貴重な文化遺産や自然遺産のこと。

施 策
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後期基本計画 【教育・文化分野】

４ 心豊かな人と多彩な文化が輝くまち 【教育・文化分野】

政策４－４ 躍動する生涯スポーツの振興と競技力の向上

施策の体系

441 スポーツを軸としたまちづくりの推進

01 生涯スポーツの振興

02 競技スポーツの振興

03 スポーツ環境の整備・充実

主担当 教育委員会事務局

４４１ スポーツを軸としたまちづくりの推進

【方針】（基本施策の目指すもの）

だれもが生涯を通してスポーツを楽しみ互いに交流し、健康な心と身体を培い、活

力に満ちた明るく豊かな生活を送ることができるまちを目指します。

【現況と課題】

◇余暇時間の増大や健康志向の高まりに伴い、スポーツ活動人口が増加している中、スポーツ

活動の意義や価値※を共有しながら、身近で気軽にスポーツを楽しめる環境をつくる必要が

あります。

◇地域密着型プロスポーツチームの活躍や地域に根ざした活動により、市民の応援の輪が広が

りつつあり、その活動を支援していく必要があります。

◇オリンピックやパラリンピックの開催により大規模なスポーツ施設が整備されており、それ

らの有効活用とともに、各種スポーツの競技力向上と冬季スポーツの一層の振興が求められ

ています。

※スポーツ活動の意義や価値…スポーツはその活動自体、体を動かすという人間の本源的な欲求にこた

え、爽快感、達成感、他者との連帯感などの精神的充足や楽しさ、喜びをもたらすという内在的な価

値を有する。生涯にわたり、主体的にスポーツを親しむことのできる地域社会をつくることは、青少

年の心身の健全な発達、人間関係の希薄化などの問題を抱える地域社会の再生、国際的な友好と親善

など、社会全体の活力につながり、幅広い世代の人々にとって大きな意義のあるものである。（出典：

スポーツ立国戦略 平成 22 年８月 26 日 文部科学省から要約）

基本施策
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後期基本計画 【教育・文化分野】

主担当 体育課

441-01 生涯スポーツの振興

施策の目標

市民の多様なスポーツ活動を地域社会が支えることなどにより、だ

れもがいつまでもスポーツに親しめる生涯スポーツの振興を目指しま

す。

主な取組

①市民だれもがスポーツ・レクリエーションに親しむ機会を充実する

とともに、健康の保持増進と体力の向上を図ります。（体育課）

②地域の特性に応じた総合型地域スポーツクラブ※などの創設・育成を

支援するとともに、地域密着型スポーツチーム※の活動を支援しま

す。また、地域間のスポーツ交流を促進します。（体育課）

③障害者のスポーツ大会・講習会の開催や、障害のある人とない人の

交流などユニバーサルスポーツ※の振興を図ります。（障害福祉課、体

育課）

④多様なニーズに合わせて適切な指導ができる質の高いスポーツ指導

者や体育指導委員の養成と活躍の場の提供を進めます。（体育課）

※総合型地域スポーツクラブ…身近な生活圏である中学校区程度の地域において、学校体育施設や公共

スポーツ施設を拠点としながら、年代・性別・技術レベルに関係なく誰もが気軽に参加できる地域住

民が主体的に運営するスポーツクラブのこと。

※地域密着型スポーツチーム（地域密着型プロスポーツチーム）…地域を拠点に、市民をはじめとする

地域からのサポートと地域への貢献の関係を保ちながら、地域と共に活動・活躍しているスポーツク

ラブのこと。スポーツ振興とともに地域の活性化など、新たなスポーツのあり方として注目されてい

る。スポーツを職業として活躍するプロ選手がチームに在籍する場合は、地域密着型プロスポーツチ

ームと呼ぶこともある。

※ユニバーサルスポーツ…老若男女、障害のある人・ない人などの別なく、すべての人のスポーツとい

うこと。

施 策
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後期基本計画 【教育・文化分野】

主担当 体育課

441-02 競技スポーツの振興

施策の目標

トップレベルの競技スポーツにふれる機会の充実や選手強化への支

援などにより、競技力の向上とスポーツ活動への関心を高める競技ス

ポーツの振興を目指します。

主な取組

①トップレベルの競技者などによるスポーツ教室やイベントの開催を

通じ、スポーツへの関心を高め、競技スポーツ人口の拡大を図りま

す。（体育課）

②全国中学校スケート大会（スピードスケート・フィギュアスケート）

を継続的に開催し、青少年のあこがれや目標となる地域づくりを推

進します。（体育課）

③オリンピック・パラリンピック・スペシャルオリンピックスの資産

をいかし、スポーツの国際大会や全国大会などを誘致・開催すると

ともに、長野マラソン・長野車いすマラソン大会の充実を図ります。

（体育課、障害福祉課、観光課）

④競技団体や各種スポーツ団体の選手強化への支援や団体間の連携を

強化するとともに、専門的能力を持つ指導者の養成・確保を図りま

す。（体育課）

施 策
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後期基本計画 【教育・文化分野】

主担当 体育課

441-03 スポーツ環境の整備・充実

施策の目標
スポーツ活動の拠点整備やスポーツに関する情報提供の充実などに

より、身近で利用しやすいスポーツ環境を目指します。

主な取組

①大規模スポーツ施設を計画的に改修・整備し、国際的・全国的スポ

ーツ大会の開催や選手強化のための使用など有効活用を図ります。

また、エムウェーブとスパイラルのナショナルトレーニングセンタ

ー※としての機能を発揮していきます。（体育課）

②大規模スポーツ施設や各市営スキー場の特色をいかし、冬季スポー

ツをはじめ各種スポーツの一層の振興を図ります。（体育課、観光課）

③地域のスポーツ・レクリエーション活動の拠点となる社会体育施設

などの充実を図ります。また、学校体育施設の利用拡充を進めます。

（体育課）

④インターネットを利用したスポーツ施設やスポーツ教室の予約案内

システムなど、利用しやすい情報提供体制の整備・充実を図ります。

（体育課）

⑤体育施設愛護会活動※や大規模大会の運営に関わるスポーツボラン

ティア※を育成し、その活動を支援します。（体育課）

※ナショナルトレーニングセンター…トップレベルの競技者が高度なトレーニングを行うことができ、

ハード・ソフト両面で充実した機能を有する国家レベルのトレーニング拠点のこと。

※体育施設愛護会活動…地域住民の公共施設に対する愛護精神を高揚することを目的とし、体育施設が

安全かつ快適に利用できるように、清掃・除草などを自発的に行う団体の活動のこと。

※スポーツボランティア…地域におけるスポーツクラブやスポーツ団体において、報酬を目的としない

で、クラブ・団体の運営や指導活動を日常的に支えたり、また、国際競技大会や地域スポーツ大会な

どにおいて、専門能力や時間などを進んで提供し、大会の運営を支える人のこと。

施 策
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後期基本計画 【教育・文化分野】

４ 心豊かな人と多彩な文化が輝くまち 【教育・文化分野】

政策４－５ 地域から広がる国際交流の推進

施策の体系

451 国際化の推進

01 国際交流の推進

02 多文化共生の推進

主担当 企画政策部

４５１ 国際化の推進

【方針】（基本施策の目指すもの）

国際交流を通じて市民の国際感覚を高めるとともに、互いの異なる文化を尊重し合

い共生できる国際都市ＮＡＧＡＮＯを目指します。

【現況と課題】

◇オリンピックやパラリンピックの開催を契機に高まった市民の国際感覚・国際理解の更なる

向上や主体的な国際交流活動への支援が必要です。

◇国籍・言語・習慣などの異なる人々と接する機会が増えており、互いの文化的背景を理解し、

多様な文化が共生できる環境が求められています。

基本施策
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後期基本計画 【教育・文化分野】

主担当 秘書課

451-01 国際交流の推進

施策の目標

海外都市との交流や市民ボランティアの育成、国際交流団体への活

動支援、国際交流情報の発信などにより、市民主体で国際的な活動を

展開できる環境を目指します。

主な取組

①姉妹都市アメリカ・クリアウォーター市や友好都市中国・石家庄市

をはじめとした、諸地域との教育・文化・スポーツなど様々な国際

交流活動を推進します。（秘書課、学校教育課）

②ホームステイの受け入れや通訳などの国際交流ボランティアの育成

を図ることで、市民が主体となった国際交流活動を促進します。（秘

書課）

③産学行※の連携により、国際会議・イベント・スポーツ大会などの誘

致・開催を促進します。（観光課、体育課）

主担当 秘書課

451-02 多文化共生の推進

施策の目標

学校・地域での国際教育の充実や多言語での生活情報の提供などに

より、相互理解の促進と外国人が訪れやすく、暮らしやすい環境を目

指します。

主な取組

①国際交流コーナーを拠点とした市民と外国人の交流や教育・啓発を

進め、日本文化と異文化の相互理解を促進します。（秘書課）

②生涯学習や学校教育における国際感覚の育成と国際理解の促進な

ど、国際的な幅広い知識と視野を持つ人材を育成します。（学校教育

課、生涯学習課）

③外国人を対象とした多言語での生活情報を提供するとともに、日常

生活や学校生活などにおける相談・支援体制の充実を図ります。（秘

書課・学校教育課）

④道路標識・観光案内板の多言語化や外国語による案内の充実を図り、

外国人が活動しやすい環境を整備します。（秘書課）

※産学行…産は企業（産業界）、学は大学等の学術研究機関、行は行政機関などのことをいう。

施 策
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後期基本計画 【教育・文化分野】
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後期基本計画 【産業・経済分野】

５ いきいきと産業が育ち賑わいと活力あふれるまち 【産業・経済分野】

政策５－１ 賑わいと活力を生む観光・コンベンションの推進

施策の体系

511 多様な観光交流の推進

01 訪れてみたくなる地域づくり

02 効果的な情報発信と広域的連携

03 コンベンションの誘致と観光との連携

主担当 産業振興部

５１１ 多様な観光交流の推進

【方針】（基本施策の目指すもの）

歴史・文化や美しい自然などの観光資源と、オリンピック開催で得た資産をいかし

て観光交流を推進し、賑わいと活力ある観光・コンベンション※都市“ながの”を目指

します。

【現況と課題】

◇合併による新たな観光資源の増加や観光客のニーズの多様化などを背景に、地域の持つ魅力

や人材をいかし、訪れる人の視点に立った特色のある観光地づくりを進めていく必要があり

ます。

◇アジア圏をはじめとした外国人観光客の増加や北陸新幹線の延伸など観光を取り巻く環境

が大きく変化する中、広域的な観光ルートや国際観光地の形成に向け、国内外に向けた戦略

的なＰＲの展開と新しい観光スタイルの提案が必要です。

◇市内には収容能力豊富な会議・宿泊施設が整備されており、一層の活用のために国内外の

様々なコンベンションの継続的な誘致・開催と受入体制の強化が必要です。

※コンベンション…会議・集会・大会・展示会・見本市など、特定の目的で多数の人が集まること。付

随して人・物・情報などの交流がある。

基本施策
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後期基本計画 【産業・経済分野】

主担当 主担当 観光課

511-01 訪れてみたくなる地域づくり

施策の目標

観光ブランドの確立と滞在型･通年型観光の推進を図るとともに、訪

れる人の視点に立った魅力づくりとおもてなしにより、観光客が繰り

返し訪れてみたくなる地域づくりを目指します。

主な取組

①地域住民や観光関連事業者などと行政の連携を強化し、地域独自の

魅力をいかした観光ブランドの創造と確立を推進します。（観光課）

②地域の歴史･文化や自然、名物など四季折々の魅力をいかした観光メ

ニューの創出により滞在型･通年型観光への転換を図ります。（観光

課）

③地域の観光資源の発掘･活用と地域ごとの取組の連携を促進し、旅の

目的やテーマに合わせた地域色のある観光ルートやプログラムづく

りを進めます。（観光課）

④分かりやすい案内表示など観光客の受入体制の整備・充実や、地域

の魅力を伝える観光ガイドの取組の促進など、おもてなしの心あふ

れるまちづくりと人づくりを推進します。（観光課）

主担当 観光課

511-02 効果的な情報発信と広域的連携

施策の目標
地域の魅力を伝える情報発信･情報提供、広域的連携による周遊観光

の促進などにより、国内外からの効果的な誘客を目指します。

主な取組

①インターネットを活用した情報提供機能の強化と戦略的なプロモー

ションの展開などにより効果的な情報発信を図ります。（観光課）

②海外への情報発信や外国語による案内の充実など、外国人観光客の

誘致と受入体制の整備を図ります。また、外国人観光客の周遊を促

進するため、周辺観光地との連携を図ります。（観光課）

③北信濃エリアや北陸新幹線沿線の都市、歴史や文化を介した「縁」

のある都市など、関係する自治体や事業者などと連携を図りながら、

魅力的な広域観光エリアの形成と新たな観光ルート･観光スタイル

の提案を進めます。（観光課）

施 策

施 策
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後期基本計画 【産業・経済分野】

主担当 観光課

511-03 コンベンションの誘致と観光との連携

施策の目標

オリンピック開催都市の知名度と競技・宿泊施設などの資産をいか

して多様なコンベンションを誘致・開催し、観光と連携を図りながら、

経済や産業への幅広い寄与を目指します。

主な取組

①（財）ながの観光コンベンションビューローなどと連携し、国内外

のコンベンションの積極的な誘致活動と支援策の展開を図ります。

（観光課）

②国内外のスポーツコンベンションなどの誘致･開催を積極的に進め

ます。また、オリンピック施設の計画的な整備など受入体制を充実

します。（体育課、観光課）

③映画･ドラマ･ＣＭなどのロケ地の誘致や撮影への支援など、ながの

フィルムコミッション※の活動を通じて、映像による知名度向上と誘

客を図ります。（観光課）

※フィルムコミッション…映画・ドラマ・ＣＭなどの撮影のために、風景や建物などの撮影場所の情報

提供、エキストラの募集、撮影に関する調整や手配など、ロケ隊の支援を行う組織のこと。

施 策
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後期基本計画 【産業・経済分野】

５ いきいきと産業が育ち賑わいと活力あふれるまち 【産業・経済分野】

政策５－２ 活力ある農林業の推進と中山間地域の活性化

施策の体系

521 未来に向けた農業の再生・振興

01 地域農業の確立と経営基盤づくり

02 消費者や市場と結びついた産地づくり

03 新鮮で安全・安心な農産物づくり

主担当 産業振興部

５２１ 未来に向けた農業の再生・振興

【方針】（基本施策の目指すもの）

農業の重要性を食料生産や土地利用の面から評価し、経営の強化や生産性・付加価

値の向上などを通じて地域農業の再生・振興を目指します。

【現況と課題】

◇農業者の高齢化や後継者不足により耕作放棄地が増加しており、農業を支える仕組みづくり

や担い手の確保･育成が必要です。

◇農業経営が収益面でも厳しい中、六次産業化※など付加価値や収益性の高い農業への転換が

必要です。

◇食の安全に対する関心が高まる中、安全な農産物供給や環境に配慮した農業の取組が必要で

す。

※六次産業化…農山漁村の活性化のため、地域の第一次産業とこれに関連する第二次・第三次産業（加工・

販売等）に係る事業の融合などにより地域ビジネスの展開と新たな業態の創出を行う取組のこと。

基本施策
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後期基本計画 【産業・経済分野】

主担当 主担当 農政課

521-01 地域農業の確立と経営基盤づくり

施策の目標
地域で農業を支える仕組みづくりや担い手の確保･育成などにより、

農業の経営基盤の強化と農地の保全・活用を目指します。

主な取組

①農業公社など関係機関との連携により、農作業や機械の共同化、集

落営農の組織化、農業の法人化などを支援し、地域全体で農業を支

える仕組みづくりと農業経営の安定化に向けた取組を推進します。

（農政課、農業委員会事務局）

②地域農業を担う新規就農者の確保･育成を図るとともに、支援体制の

充実など就農後も安心して農業を続けることのできる環境づくりを

進めます。また、認定農業者※や農業法人※など多様な担い手の確保･

育成を図ります。（農政課、農業委員会事務局）

③関係機関と連携し、農業の担い手への農地の利用集積を図るととも

に、奨励作物の作付けや市民農園の開設などの取組を支援し、耕作

放棄地の発生防止、解消に努めます。（農政課、農業委員会事務局）

④農道・ほ場・かんがい施設など地域の実情に応じた農業生産基盤の

整備を図るとともに、排水機場（ポンプ場）の計画的な整備・更新

により、農地や流域内の内水被害を防止します。（農業土木課）

※認定農業者…市の農業経営基盤強化基本構想に沿って、一定規模以上の農業経営を目指す経営者とし

て市から認定を受けた農業者のこと。

※農業法人…農業を営む法人の総称のこと。農業者が法人化することにより、対外信用力の向上や後継

者の確保がしやすくなるなどの経営上の利点のほか、税制面の優遇や制度資金融資の拡大など、制度

上の利点が得られる場合がある。

施 策
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後期基本計画 【産業・経済分野】

主担当 主担当 農政課

521-02 消費者や市場と結びついた産地づくり

施策の目標

地域特性をいかした産地化や加工･販売との連携による農畜産物の

高付加価値化などにより、消費につながる収益性の高い農業を目指し

ます。

主な取組

①地域特性をいかした農畜産物の産地化とブランド化を推進するとと

もに、関係機関との連携による国内外への積極的なＰＲにより消費

者や市場への浸透を図ります。（農政課）

②小麦・大豆・そばなどの更なる生産拡大を図り、食品加工や販売と

連携しながら、特色ある産地化を推進します。また、地域に根付い

た食文化の伝承と発信を図ります。（農政課）

③六次産業化など付加価値や収益性を高める取組を促進し、「地域ビジ

ネス」としての農業の確立を図ります。（農政課）

④競争力のある産地づくりに向けて、先進技術や新品種の導入、農業

生産の近代化・合理化を促進します。（農政課）

⑤契約栽培による薬草の産地化に向けた取組を進めます。（農政課）

施 策
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後期基本計画 【産業・経済分野】

主担当 農政課

521-03 新鮮で安全・安心な農産物づくり

施策の目標

減農薬や有機資源の活用など環境にやさしい農業の推進を図るとと

もに、地元農産物の地域内流通量を高め、新鮮で安全・安心な農産物

の供給を目指します。

主な取組

①減農薬や減化学肥料、有機資源（バイオマス※）を利活用した堆肥づ

くりなど、環境にやさしい農業の取組を支援し、安全・安心な農産

物の生産を促進します。（農政課）

②学校給食における地域食材の利用促進など新鮮な地元農産物の地域

内流通と消費の拡大に向けた取組を進めます。また、「地産地消※」

の更なる普及に向けて、事業者へのＰＲと消費者の意識づくりに努

めます。（農政課）

③消費者と生産者の交流機会を創出するとともに、生産情報の発信・

提供を促進し、安全・安心な農産物の積極的なＰＲを図ります。（農

政課）

※バイオマス…家畜排せつ物や生ごみ、果樹剪定枝など動植物から生まれた再生可能な有機性資源のこ

と。

※地産地消…地域で生産した農産物を地域で消費する「地域生産・地域消費」の略。食糧自給や食の安

全、農業と地域の関わりなどへの関心を高め、地域農業の活性化が期待される。
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後期基本計画 【産業・経済分野】

５ いきいきと産業が育ち賑わいと活力あふれるまち 【産業・経済分野】

政策５－２ 活力ある農林業の推進と中山間地域の活性化

施策の体系

522 中山間地域の農業振興

01 中山間地域の特性をいかした農業の振興

主担当 産業振興部

５２２ 中山間地域の農業振興

【方針】（基本施策の目指すもの）

活力ある中山間地域づくりに向けて、地域の特性をいかした農業の振興を目指しま

す。

【現況と課題】

◇農業の生産条件が厳しい中山間地域では、高齢化や人口減少などにより荒廃農地が増加して

おり、国土保全の面からも地域の農業と農村の活動を支援していく必要があります。

◇野生鳥獣による農作物への被害が深刻化しており、地域ぐるみでの防除対策への支援が必要

です。

基本施策
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後期基本計画 【産業・経済分野】

主担当 主担当 農政課

522-01 中山間地域の特性をいかした農業の振興

施策の目標

中山間地域の農産物や特産品の生産･販売を促進するとともに、耕作

意欲の低下につながる野生鳥獣による農作物被害を防止し、国土や水

源の保全の面からも中山間地域の農業振興を図ります。

主な取組

①中山間地域の農業と農村の活動を支援し、農地や集落の維持に加え、

中山間地域が有する環境や防災などの多面的な機能の保持を図りま

す。（農政課）

②中山間地域に適した作物や軽作業で手間のかからない作物の導入な

ど、高齢者が無理なく農業を続けていくための取組を推進します。

（農政課）

③地域の生産者グループによる農産物の加工･販売や特産品の開発な

どの取組を支援し、働く場の確保と地域農業の収益性の向上を図り

ます。（農政課）

④地域ぐるみでの総合的な野生鳥獣対策を推進し、農作物への被害の

防止を図ります。（農政課）

⑤関係団体などと連携し、農業体験や民泊を伴う修学旅行の受け入れ

など、地域住民が主体となる都市農村交流の取組を積極的に推進し

ます。（農政課）

施 策
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後期基本計画 【産業・経済分野】

５ いきいきと産業が育ち賑わいと活力あふれるまち 【産業・経済分野】

政策５－２ 活力ある農林業の推進と中山間地域の活性化

施策の体系

523 豊かな森林づくりと林業の振興

01 森林資源の保全と活用

02 親しみの持てる森林づくり

主担当 産業振興部

５２３ 豊かな森林づくりと林業の振興

【方針】（基本施策の目指すもの）

環境や防災の面で多様な機能を有する広大な森林を守り育てることにより、森林資

源の持続的な保全と活用を目指します。

【現況と課題】

◇森林面積は市域の６割を占めており、国土保全や環境の面から適切な保全・管理が必要です。

◇国産材の価格低下などにより林業の担い手が減少しており、森林を保全・活用する仕組みづ

くりが課題となっています。

◇森林や林業は環境・防災・景観面で大きな役割を持ちながらも、日常生活では接する機会が

少ないことから、市民の関心・理解を高めていく取組が必要です。

基本施策
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後期基本計画 【産業・経済分野】

主担当 主担当 森林整備課

523-01 森林資源の保全と活用

施策の目標
間伐※などによる森林整備や林業の再生・振興により、森林が長期に

わたり健全に保全・活用されることを目指します。

主な取組

①地域の特性に応じた多様性のある森林形成を進めるとともに、集約

化※による間伐の促進などにより、計画的･効率的に森林の整備を進

めます。（森林整備課）

②森林整備の担い手の確保･育成を図るとともに、森林所有者の森林に

対する意識の向上に向けた啓発に努めます。（森林整備課）

③林業労働の効率化に向けて地域の実情に応じた林内路網※の整備を

進めます。（森林整備課）

④公共施設などへの地域材の利活用を進めるとともに、木質バイオマ

ス※の利用促進を図ります。（森林整備課）

⑤松くい虫などの森林病虫害の被害防止対策を進めます。（森林整備課）

⑥地域や関係機関と連携し、野生鳥獣の計画的な保護管理や緩衝帯※

整備など農林業への被害防止策の充実を図り、安全面からも人間と

野生鳥獣との共存に向けた総合的な野生鳥獣対策を推進します。（森

林整備課）

※間伐…杉などの人工林の成長過程で、木の成長を促進し、日光が入るようにするため、適度な間隔に

木を伐採すること。

※集約化…森林を効率よく管理できるようにまとめること。森林所有者の同意を得て、一団の間伐箇所

とすることにより、効率的に作業を進めることができる。

※林内路網…森林内の林道や作業道のこと。または、それらを適切に組み合わせたもの。

※木質バイオマス…木材からなる再生可能な有機性資源のこと。樹木の伐採時に発生する枝や葉、製材

時に発生するおが粉などがある。

※緩衝帯…農地等への野生鳥獣の出没を抑制するため、雑木の伐採などにより山林と農地との間に設け

られた見通しの良い地帯のこと。
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後期基本計画 【産業・経済分野】

主担当 森林整備課

523-02 親しみの持てる森林づくり

施策の目標
森林学習や森林体験を通じて、多くの市民が森林に関心を持ち、親

しみを持てるような森林づくりを目指します。

主な取組

①森林ボランティア団体の育成と連携の強化を図るとともに、みどり

の少年団活動など森林学習や森林体験の取組を促進し、森林に対す

る親しみと理解を深めます。（森林整備課）

②飯綱高原の「体験の森」など市内の森林を体験の場として活用し、

森林や林業を身近に感じることのできる環境づくりを推進します。

（森林整備課）

③地域の文化財を守るための木材を地元で供給できるよう、「善光寺の

森」づくりを市民と協働で進めるとともに、森林の果たす役割や重

要性に対する意識の高揚を図ります。（森林整備課）
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後期基本計画 【産業・経済分野】

５ いきいきと産業が育ち賑わいと活力あふれるまち 【産業・経済分野】

政策５－３ 特色ある産業の集積と工業の高付加価値化

施策の体系

531 産業の集積と工業の活性化

01 産学行連携の推進とものづくり産業の振興

02 企業立地の推進

主担当 産業振興部

５３１ 産業の集積と工業の活性化

【方針】（基本施策の目指すもの）

ものづくり産業の基盤強化や先端産業の育成、企業の競争力向上などを支援し、特

色ある産業の集積と工業の高付加価値化を目指します。

【現況と課題】

◇製造品出荷額や事業所数が減少する中、付加価値の高いものづくりや先端技術への対応に向

け、長野市ものづくり支援センターを活用した産学行※連携の一層の強化が必要です。

◇カーボンナノチューブ※の実用化研究など「地域イノべーション戦略支援プログラム※」の成

果を地域の新産業育成に結びつけることが期待されており、地元企業への技術移転やそれら

を核とした産業集積が必要です。

◇企業の生産拠点の海外移転や景気停滞による設備投資の抑制などにより企業誘致を取り巻

く環境は厳しさを増しており、企業ニーズに応じた産業団地のあり方などについての検討と

誘致・支援策の強化が必要です。

※産学行…産は企業（産業界）、学は大学等の学術研究機関、行は行政機関などのことをいう。

※カーボンナノチューブ…超微細な円筒（チューブ）の形をした炭素（カーボン）の結晶のことで、新

素材として実用化が期待されている。ナノは10億分の１を表す単位

※地域イノべーション戦略支援プログラム…大学等の学術研究機関を核に産学行が連携し、研究開発拠

点の形成と連鎖的な新事業の創出を目指すもの。国の事業再編により、「知的クラスター創成事業」が、

平成 23年度から「地域イノベーション戦略支援プログラム」となった。
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後期基本計画 【産業・経済分野】

主担当 主担当 商工振興課

531-01 産学行連携の推進とものづくり産業の振興

施策の目標

産学行連携による新技術の研究開発、製品の高付加価値化、新分野

の開拓、特色ある製品づくりなどを通じ、新産業の創出・育成ともの

づくり産業の振興を目指します。

主な取組

①研究開発拠点となる長野市ものづくり支援センターを活用し、関係

者相互を結ぶネットワークの強化を図ります。（商工振興課）

②産学連携や企業連携による製品の高付加価値化や新分野開拓などの

共同研究開発を支援するとともに、地域の課題を解決するための技

術開発を促進します。（商工振興課）

③ナノテクノロジー※やバイオテクノロジー※などを基盤とする新産

業の創出･育成に向けた調査・研究を進めます。（産業政策課、商工振

興課）

④農商工の連携による特色ある製品づくりを促進するとともに、もの

づくりに携わる人材の育成を支援します。（商工振興課）

⑤産業フェアの開催などを通じて、地域企業の技術や製品を広くアピ

ールするとともに、異業種間交流による企業連携など企業のマーケ

ティング※戦略の強化を支援します。（商工振興課）

※ナノテクノロジー…原子や分子の配列を自在に制御し、新たな素材や物質の開発につなげる超微細技

術のこと。

※バイオテクノロジー…生物の機能を応用する技術のことで、遺伝子組み換えや細胞工学による医薬品

の開発、食品の品種改良、環境分野などに応用されている。

※マーケティング…顧客ニーズを発見し、製品やサービスの販売にいかすこと。売れるしくみづくり。
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後期基本計画 【産業・経済分野】

主担当 産業政策課

531-02 企業立地の推進

施策の目標
企業立地に向けた環境整備や積極的な誘致により、地域の産業集積

の向上と地域経済や雇用の安定化を目指します。

主な取組

①助成制度の充実や積極的な誘致活動の展開により産業団地の分譲を

進めるとともに、関係機関との情報ネットワークの構築により空き

地・空き工場などの情報提供の強化を図ります。（産業政策課、商工

振興課）

②産業動向や企業の立地ニーズなどを踏まえ、新たな産業団地の開発

について調査・研究します。（産業政策課）

③市街地や空きビルなどへの立地も視野に入れ、都市型産業※を含む新

たな企業や事業所の誘致を推進します。（産業政策課、商工振興課）

※都市型産業…情報サービス・IT（情報技術）・デザイン・教育・企画など、大きな生産設備を持たずに

生産性をあげている業種のこと。

施 策
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後期基本計画 【産業・経済分野】

５ いきいきと産業が育ち賑わいと活力あふれるまち 【産業・経済分野】

政策５－４ 魅力と賑わいあふれる商業の振興

施策の体系

541 力強い商業への転換

01 中心市街地の魅力づくり

02 創業者や商店街の意欲的な取組への支援

03 地域商業の強化と環境整備

主担当 産業振興部

５４１ 力強い商業への転換

【方針】（基本施策の目指すもの）

消費者ニーズや時代の変化に対応できるよう、店舗や商店街の魅力と競争力を高め、

市民や地域から支持される力強い商業への転換を目指します。

【現況と課題】

◇中心市街地の再開発や街並みなどの整備が進む中、ソフト面を含め、商店街や市民を交えた

一層の賑わいづくりが必要です。

◇商業立地の郊外化などとともに商店街の活力が低下傾向にあり、やる気のある店舗やチャレ

ンジする人を支援していく必要があります。

◇郊外店・コンビニエンスストア・インターネットを活用した通信販売など、販売形態や消費

行動が多様化する中、地域特性や消費者ニーズを考慮した魅力的で個性的な地域商業に転換

していく必要があります。

基本施策
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後期基本計画 【産業・経済分野】

主担当 主担当 商工振興課

541-01 中心市街地の魅力づくり

施策の目標

市民・事業者・関係団体・行政の協働による活性化の取組や商業環

境の整備などを通じ、中心市街地の魅力的な商空間づくりと賑わいの

向上を目指します。

主な取組

①まちづくりに関わる民間団体などとの協働により、中心市街地の賑

わいの創出や利便性の向上など、商業環境づくりに向けた取組を促

進・支援します。（商工振興課）

②中心市街地の街並みなどの整備に合わせ、観光客や消費者のニーズ

を考慮した魅力ある商店街づくりを促進し、賑わいの創出と回遊性

の向上を図ります。（商工振興課、まちづくり推進課）

主担当 商工振興課

541-02 創業者や商店街の意欲的な取組への支援

施策の目標
創業やイベントなど、創造的・意欲的な人材や取組を支援し、商業

を活性化する新しい息吹と活力の導入を目指します。

主な取組

①創業や空き店舗の活用など、意欲的な取組やチャレンジする人への

支援を充実するとともに、商工団体などと連携し、商店街のリーダ

ーや活性化に取り組む人材育成を支援します。（商工振興課）

②集客や賑わいの創出など商業の活性化につながるイベントを支援し

ます。（商工振興課）

施 策

施 策
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後期基本計画 【産業・経済分野】

主担当 商工振興課

541-03 地域商業の強化と環境整備

施策の目標
地域の商店・商店街の経営力強化や商業環境の整備を支援し、地域

と密着した利便性の高い商業の展開を目指します。

主な取組

①商店街の環境整備や情報発信に向けた取組を支援します。（商工振興

課）

②店舗の減少など商業機能が低下した地域における商業活動の促進に

向けた取組について検討します。（商工振興課）

③制度資金の融資あっ旋などを通じ、中小企業の経営基盤の安定化と

経営強化を支援します。（商工振興課）

④商工業の指導体制の強化に向けて商工団体の活動を支援するととも

に、商工会議所と商工会の統合を促進します。（商工振興課）

⑤本市の土地利用や地域づくりとの整合を図りながら、適切な商業施

設の立地と良好な商業環境の形成を図ります。（商工振興課）

施 策
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後期基本計画 【産業・経済分野】

５ いきいきと産業が育ち賑わいと活力あふれるまち 【産業・経済分野】

政策５－５ 人材の育成と雇用機会の確保

施策の体系

551 安定した地域雇用の確保

01 雇用促進と人材の育成・活用

02 勤労者福祉の充実

主担当 産業振興部

５５１ 安定した地域雇用の確保

【方針】（基本施策の目指すもの）

働きたい人が適性に応じて仕事に就くことができ、いきいきと働き続け、安定した

社会生活を送ることができる環境を目指します。

【現況と課題】

◇有効求人倍率が低迷し雇用情勢が厳しい中、就業への継続的な支援が必要です。

◇景気停滞の影響などにより非正規雇用者の割合が増加し、若年無業者数も高い水準で推移し

ていることから、関係機関と連携を図りながら、雇用の安定と促進を図る必要があります。

◇中・高年齢者、子育て中または子育て後の女性、障害者などが安定した仕事に就きにくい状

況にあり、これらの人たちの雇用機会拡大に向けた取組が求められています。

基本施策
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後期基本計画 【産業・経済分野】

主担当 主担当 産業政策課

551-01 雇用促進と人材の育成・活用

施策の目標

就業の相談・支援体制の強化、技能や技術の活用などにより、女性・

若年者・高齢者などが各自の適性に応じた仕事に就きやすい環境を目

指します。

主な取組

①ハローワークなどの関係機関と連携し、長野市職業相談室でのキャ

リア・カウンセリングなど求職者への就職支援を積極的に進めます。

また、勤労者や求職者のキャリアアップやスキルアップにつながる

職業訓練などの取組を進めます。（産業政策課）

②長野県若年者就業サポートセンター（ジョブカフェ信州）などの関

係機関と連携し、若者の職業意識の形成と就職を支援します。（産業

政策課）

③職業相談の実施などにより、高齢者の就業機会拡大を支援するとと

もに、経験豊富な人材の活用や技術継承を促進します。（産業政策課）

④男女共同参画の視点に基づき、女性の就業機会拡大を支援します。

また、事業所への啓発などを通じ、子育て世代の親が仕事と子育て

を両立できる環境づくりを進めます。（産業政策課、男女共同参画推進

課、保育家庭支援課）

⑤関係機関などと連携し、障害者雇用の促進を図ります。また、各種

支援制度の周知や事業所への啓発などを通じて、障害のある人が安

心して仕事を続けることのできる環境づくりを進めます。（産業政策

課、障害福祉課）

⑥地域雇用の安定化に向け、雇用の受け皿となる企業立地の推進と新

たな産業の創出に向けた取組を進めます。（産業政策課、商工振興課、

農政課）

主担当 産業政策課

551-02 勤労者福祉の充実

施策の目標

関係機関と連携した労働環境の改善や、中小企業の福利厚生の支援、

研修機会の提供などにより、勤労者がいきいきと働ける環境を目指し

ます。

主な取組

①勤労者向けの福祉施設を活用し、自己啓発や教養講座など福利厚生

の場と機会を提供します。（産業政策課、男女共同参画推進課）

②生活資金融資の実施や中小企業の共済等への加入の奨励などを通

じ、勤労者の生活向上と福祉の増進を支援します。（産業政策課）

施 策

施 策
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後期基本計画 【都市整備分野】

６ 多様な都市活動を支える快適なまち【都市整備分野】

政策６－１ いきいきと暮らせるまちづくりの推進

施策の体系

611 多核心連携を目指したコンパクトな

まちづくりの推進

01 秩序ある市街地の形成と中心市

街地の再生

主担当 都市整備部

６１１

多核心連携※を目指したコンパクトな

まちづくり※の推進

【方針】（基本施策の目指すもの）

身近な生活圏を中心とした拠点地域づくりと、多機能で魅力的な核となる中心市街

地の再生を図るとともに、それらを公共交通ネットワークなどで結び、相互に機能分

担する、暮らしやすいまちを目指します。

【現況と課題】

◇人口減少や少子・高齢化の進展など、社会の構造的な変化に対応するため、開発型から保全

型への土地利用の転換が求められており、身近な生活圏を中心とした拠点地域づくりと、公

共交通網や道路整備と連携した機能的で集約型のまちづくりが必要です。

◇中心市街地の衰退・空洞化が進み、活力や求心力が低下しており、多様な都市機能を集積し、

まちなかの暮らしと賑わいを再生する必要があります。

※多核心連携…長野地区・篠ノ井地区・松代地区など、身近な生活圏の中心となる複数の拠点地域が連

携すること。

※コンパクトなまちづくり…市街地の外延的拡大を抑制し、適正な土地利用を図りながら、身近な生活

圏を中心とした拠点地域の形成を図り、それらを公共交通などで結び、相互に機能分担する集約化し

たまちづくりのこと。

基本施策
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後期基本計画 【都市整備分野】

主担当 主担当 都市計画課

611-01 秩序ある市街地の形成と中心市街地の再生

施策の目標

地域の特性をいかした身近な生活圏の形成や計画的な土地利用･都

市機能の集積などにより、魅力的な中心市街地をはじめ、多くの核と

なる拠点地域が機能的に連携したコンパクトなまちを目指します。

主な取組

①都市計画マスタープラン※に基づき、区域区分（線引き）※により計

画的に規制・誘導し、適正な土地利用と健全な市街地整備を図りま

す。（都市計画課、区画整理課）

②自然環境や農地を保全しながら、市街地の合理的な土地の利活用を

推進します。（都市計画課）

③鉄道駅・学校・行政支所などの拠点機能を中心に、地域の特性をい

かしながら、歩いて暮らせるまちづくりを目指します。（都市計画課、

交通政策課）

④事業者・関係団体などと協働※し、密集市街地での家屋の建替え等、

市街地の防災性を高めながら、既存市街地の再整備を推進するとと

もに、公共施設などの既存ストックの有効活用を推進します。（都市

計画課、区画整理課、まちづくり推進課）

⑤市民・商業者・地権者・関係団体などとの協働による市街地再生の

取組や主体的にまちづくり活動に取り組む人材の育成を推進しま

す。（まちづくり推進課）

⑥小路・路地の再生やまちなかの緑・水路を活用した散策・回遊でき

る街並みの形成を図ります。（まちづくり推進課）

⑦交流拠点の整備、低未利用地※の利活用、再開発事業と商業の一体的

な取組などにより、多様な都市機能を集積し、中心市街地の再生を

推進するとともに、まちなか居住を促進し、コミュニティ※の再生を

図ります。（まちづくり推進課、住宅課）

⑧都市の顔にふさわしい拠点として、長野駅周辺の整備を進め、交通

結節機能の充実を図ります。（都市計画課、駅周辺整備局、交通政策課）

⑨通過交通を抑制し、市街地交通の円滑化を図るとともに、中央通り

の歩行者優先道路化や循環バスなどにより、まちなかの移動手段の

充実を図ります。（都市計画課、交通政策課）

※都市計画マスタープラン…市の都市計画に関する基本的な方針を定めたものであり、「全体都市づくり

構想」、「地域別街づくり構想」、「計画の実現に向けて」の主な構成からなる、まちづくりのビジョン

のこと。

※区域区分（線引き）…都市計画区域を、すでに市街地になっている区域や計画的に市街地にしていく

区域（市街化区域）と、市街化をおさえる区域（市街化調整区域）に区分すること。

※協働…市民と行政などの各主体が役割と責任を分担し、協力・連携して同じ目的に向かって働くこと。

※低未利用地…既成市街地内の更地、遊休化した工場・駐車場、商店街の空き店舗、密集住宅地内の空

家など、有効に利用されていない土地のこと。

※コミュニティ…同一地域内に居住する人々が、自主性と責任に基づいて生活のあらゆる分野にわたっ

て共同する地域社会のこと。

施 策
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後期基本計画 【都市整備分野】

６ 多様な都市活動を支える快適なまち【都市整備分野】

政策６－１ いきいきと暮らせるまちづくりの推進

施策の体系

612 快適に暮らせるまちづくりの推進

01 ユニバーサルデザインのまちづくり

02 快適な住環境の整備

主担当 建設部

６１２ 快適に暮らせるまちづくりの推進

【方針】（基本施策の目指すもの）

ユニバーサルデザイン※を取り入れた公共施設などの整備や快適な住環境の整備に

より、暮らしやすいまちづくりを推進し、住み続けたくなるまちを目指します。

【現況と課題】

◇高齢者・障害者・子ども連れ等が安心して行動できるまちづくりが求められており、すべて

の人が使いやすい公共施設などを整備する必要があります。

◇住宅に対するニーズが多様化する中、くつろぎや豊かさを実感し、だれもが安心して住める

住宅を普及促進していく必要があります。

◇公営住宅については、安全性を確保するとともに、老朽化した既存住宅の居住水準の向上を

図る必要があります。

※ユニバーサルデザイン…障害の有無や年齢などに関係なく、はじめからすべての人にとって利用しや

すいまちづくり・ものづくり・環境づくりを行っていこうという考え方のこと。

基本施策
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後期基本計画 【都市整備分野】

主担当 ○○ 主担当 建築指導課

612-01 ユニバーサルデザインのまちづくり

施策の目標
ユニバーサルデザインを取り入れたまちづくりを推進し、すべての

人が安心して行動できる、やさしい環境を目指します。

主な取組

①すべての人が使いやすいユニバーサルデサインを取り入れた公共建

築物の整備を進めるとともに、民間建築物などへの指導や啓発によ

るバリアフリー※化を促進します。（建築指導課、建築課）

②道路交差部における歩車道の段差解消や歩道幅員の確保を推進し、

歩行者通行の円滑化を図ります。（道路課）

③市民・観光客・外国人が分かりやすい道路標識などの充実を図りま

す。（道路課・都市計画課・まちづくり推進課）

※バリアフリー…障害者や高齢者等が日常生活を送る上で、段差などの物理的な障壁をはじめ、社会的・

制度的・心理的に障害となるものを除去すること。

※建築協定…市の条例に基づき、一定の区域内の土地所有者等の合意の下に、建築物の構造・用途・形

態・意匠などに関する基準を定める協定のこと。

※地区計画…良好なまちづくりを誘導するため、そこに住む住民と協力して、地区の特性に応じた建築

制限などを都市計画で定めること。

主担当 ○○課 主担当 住宅課

612-02 快適な住環境の整備

施策の目標

建築協定※や地区計画※などによる市民主体のまちづくりの支援、住

宅等の安全性の向上などにより、だれもが快適に暮らせる住環境を目

指します。

主な取組

①中高層建築物の建築主等に対して、適正に指導し、日照や電波障害

などの居住環境に関するトラブルの防止を図ります。（建築指導課）

②建築協定や地区計画への誘導など、市民主体のまちづくりを支援し、

良好な住環境の整備を促進します。（建築指導課・都市計画課）

③旧耐震基準の木造住宅などに対する耐震診断や耐震補強工事を支援

し、震災に備えた耐震対策を促進します。（建築指導課）

④建築物のアスベストの分析調査や除去工事を支援し、アスベストに

よる健康被害の防止を図ります。（建築指導課）

⑤住宅相談窓口の相談体制の充実を図り、利用しやすい窓口として、

住まいに関する様々な情報を提供します。（住宅課）

⑥社会ニーズ等に合わせた公営住宅の統廃合と耐震化などを推進しま

す。（住宅課）

⑦住民の合意を得ながら、既成市街地などで分かりやすい住居表示を

推進します。（庶務課）

施 策

施 策
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後期基本計画 【都市整備分野】

６ 多様な都市活動を支える快適なまち【都市整備分野】

政策６－１ いきいきと暮らせるまちづくりの推進

施策の体系

613 地域の特性をいかした景観の形成

01 地域の特性をいかした景観の誘導

02 伝統的な景観の保全と形成

主担当 都市整備部

６１３ 地域の特性をいかした景観の形成

【方針】（基本施策の目指すもの）

歴史や文化に育まれた建造物等を保存しながら、恵まれた自然環境と調和する、地

域の特性をいかした景観を形成し、市民が誇りと愛着を感じられるまちづくりを目指

します。

【現況と課題】

◇幹線道路沿いなど郊外を中心に景観を阻害する建築物や屋外広告物等が乱立しており、良好

な景観を誘導する必要があります。

◇豊かな自然環境に恵まれた地域が周辺に多く、これに調和した景観を形成する必要がありま

す。

◇善光寺周辺や松代など、歴史と文化に培われた落ち着きある景観や街並みに恵まれており、

それらをいかした景観づくりを進める必要があります。

基本施策
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後期基本計画 【都市整備分野】

主担当 ○○課 主担当 まちづくり推進課

613-01 地域の特性をいかした景観の誘導

施策の目標

市民や事業者の景観意識の高揚を図るとともに、豊かな自然環境や

眺望などに配慮した、地域の特性をいかした景観形成の誘導を目指し

ます。

主な取組

①山や河川等を景観資源として捉え、地区ごとの特性をいかし、自然

環境などに調和した景観の誘導を図ります。（まちづくり推進課）

②商業・業務地、工業地、住宅地などの地域区分に応じた景観形成基

準により、大規模な建築行為や屋外広告物等の規制・指導・誘導を

図ります。（まちづくり推進課）

③住民の合意による景観協定など、地区ごとの特性に応じたルールに

より、景観の形成を推進します。（まちづくり推進課）

④景観形成に積極的に取り組む団体を景観形成市民団体として認定

し、景観協定などに向けた活動を支援します。（まちづくり推進課）

⑤水や緑を活用するなどの優れた景観の形成に貢献する建築物等に対

する表彰やフォーラムの開催などを通じ、市民・事業者の景観に関

する意識の高揚を図ります。（まちづくり推進課）

主担当 ○○課 主担当 まちづくり推進課

613-02 伝統的な景観の保全と形成

施策の目標
地域の特性をいかした歴史ある街並みの保全・整備により、伝統と

文化を感じられる景観の形成・継承を目指します。

主な取組

①善光寺周辺地区や松代地区において、住民と協働し、門前町や城下

町の歴史的な街並み景観を計画的に整備・保全します。（まちづくり

推進課）

②景観形成などに向けた住民の活動を支援するとともに、景観重要建

造物※等の指定と保全を推進し、各地区にふさわしい景観の保全と形

成を図ります。（まちづくり推進課）

※景観重要建造物…市の条例に基づき、景観形成上重要な価値がある建造物として市が指定したものの

こと。

施 策

施 策
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後期基本計画 【都市整備分野】

６ 多様な都市活動を支える快適なまち【都市整備分野】

政策６－２ まちを結ぶ快適なネットワークの形成

施策の体系

621 交通体系の整備

01 公共交通機関の整備

02 利用しやすい交通環境の整備

主担当 企画政策部

６２１ 交通体系の整備

【方針】（基本施策の目指すもの）

市民・地域・事業者・関係団体・行政が一体となった交通体系の整備を推進し、環

境負荷の軽減を考慮しながら交通の円滑化を図り、市民や観光客が快適に市内を移動

できる公共交通が充実したまちを目指します。

【現況と課題】

◇市民にとって、公共交通は重要な役割を担っており、だれもが利用しやすい移動手段として

いくことが必要です。

◇マイカー依存社会が進展し、公共交通機関の利用者が減少している中、環境負荷の軽減や交

通渋滞を緩和するため、公共交通や自転車の利用促進を図る必要があります。

基本施策
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後期基本計画 【都市整備分野】

主担当 ○○課 主担当 交通政策課

621-01 公共交通機関の整備

施策の目標

地域の特性や市民ニーズに合った公共交通システム※の構築を図り、

環境負荷の少ない、快適で日常生活を支える移動手段の確保を目指し

ます。

主な取組

①中山間地域におけるデマンドタクシー※や市バスなど、地域の特性や

移動需要に見合った生活交通を維持・確保します。（交通政策課）

②乗合タクシーや地域循環コミュニティバス※など、生活拠点や地域拠

点を結ぶ移動手段を確保・充実し、交通不便地域の解消を図ります。

（交通政策課）

③既存バス路線を維持するとともに、移動需要に見合った市街地バス

路線の再編を検討します。（交通政策課）

④北陸新幹線沿線の自治体などと連携し、長野以北の新幹線の建設促

進と並行在来線の利用促進等による安定的な存続運行の実現を目指

します。（交通政策課）

⑤鉄道事業者の設備整備を支援し、鉄道輸送の安全性や利便性の向上

を促進します。（交通政策課）

※公共交通システム…公共交通機関（バス・軌道交通）などの機能強化による利用しやすい移動手段と

しての公共交通体系のこと。

※デマンドタクシー…通常のバス路線では対応できない交通需要に対応するため、運行管理センターで

利用者からの要求を受信し、最適輸送の路線・時間を組み立てて、無線などを通じてタクシーを指示

運行させる交通システムのこと。

※地域循環コミュニティバス…地域住民の利便性の向上や移動手段を確保することを目的として、一定

区域内を運行するバスで、地域の実情に合わせ、車両仕様・運賃・ダイヤなどを工夫したバスサービ

スのこと。

施 策
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後期基本計画 【都市整備分野】

主担当 ○○課 主担当 交通政策課

621-02 利用しやすい交通環境の整備

施策の目標

地域の公共交通を社会全体で支える仕組みの構築により、様々な交

通手段が円滑に機能し、使いやすく、分かりやすい交通環境の整備を

目指します。

主な取組

①ノーマイカーデー※等と連動したモビリティ・マネジメント※、パー

ク・アンド・ライド※などを実施し、マイカーから公共交通機関への

転換を促進します。（交通政策課）

②既存の交通体系を活用し、バス相互やバスと電車の連携など、公共

交通機関のネットワーク化を図ります。（交通政策課）

③ＩＣカード※の導入、バス路線等の分かりやすい情報提供などによ

り、バス利用者の利便性の向上を図ります。（交通政策課）

④駅・バス停周辺に自転車駐車場を整備し、自転車利用者の利便性の

向上を図り、公共交通機関への乗換えを促進します。（交通政策課）

※ノーマイカーデー…事業所や官公庁等を対象として、毎月１回、週１回など日を定め、マイカー利用

を抑制し、公共交通機関の利用を促すこと。

※モビリティ・マネジメント…アンケート調査や講演などにより、公共交通機関を適切に利用するよう

に、個人の自発的な移動手段の転換を促す取組のこと。

※パーク・アンド・ライド…市街地の道路混雑の解消や、環境負荷の軽減を図るために、郊外に設置さ

れた駐車場にマイカーを駐車し、そこから目的地まで公共交通機関を利用すること。

※ＩＣカード…電子マネーなどの各種の情報（データ）の記録や演算のための集積回路（ＩＣ：Integrated

Circuits の略）チップを組み込んだキャッシュカード大のカードのこと。ＩＣカードの導入により、

利用者は、１枚のカードで、小銭を扱わずに、迅速な改札通過・乗降が可能となり、運賃割引などの

各種サービスを享受できる。

施 策
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後期基本計画 【都市整備分野】

６ 多様な都市活動を支える快適なまち【都市整備分野】

政策６－２ まちを結ぶ快適なネットワークの形成

施策の体系

622 道路網の整備

01 広域道路網の整備

02 生活道路の整備

主担当 建設部

６２２ 道路網の整備

【方針】（基本施策の目指すもの）

都市機能を支える体系的な道路ネットワークを形成するとともに、市民に身近な生

活道路の整備・改善を図り、歩行者や車が安全で円滑に移動できるまちを目指します。

【現況と課題】

◇市街地への流入部や市街地内を中心に渋滞が発生しており、広域道路網や橋梁の整備・改善

を図るとともに、公共交通と一体性のある道路整備を進める必要があります。

◇生活道路においては、幅員が狭いなど、生活に支障をきたしているところがあり、高齢化の

進展などを見据えながら、安全で安心して通行できる道路整備を進める必要があります。

基本施策
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後期基本計画 【都市整備分野】

主担当 ○○課 主担当 道路課

622-01 広域道路網の整備

施策の目標
広域幹線道路をはじめ、市内の幹線道路網を体系的に整備すること

により、円滑に移動できる道路ネットワークの確立を目指します。

主な取組

①外環状道路である東外環状線、北部幹線など、市内外を円滑に結ぶ

広域幹線道路の整備を推進します。（道路課・都市計画課）

②国・県と連携し、市街地の移動性を高める幹線道路を計画的・重点

的に整備するとともに、公共交通の走行円滑化や利便性の向上と一

体化した道路整備を推進します。（道路課・都市計画課・交通政策課）

③市街地と周辺の生活拠点や観光拠点を機能的に結ぶ道路ネットワー

クを改善・強化します。（道路課・都市計画課）

④計画的な点検や長寿命化工事などにより、橋梁の安全性の確保を図

ります。（維持課・道路課）

主担当 ○○課 主担当 道路課

622-02 生活道路の整備

施策の目標
生活道路などの整備を図り、日常生活を支え、安全で安心して利用

できる道路環境を目指します。

主な取組

①住民の合意を得ながら、地域の実情に応じた生活道路の改良を進め

るとともに、建築基準法に基づく狭あい道路の解消を図ります。（道

路課・建築指導課）

②適切な補修などにより、生活道路の安全性の確保を図ります。（維持

課・道路課）

③自転車歩行者道・自転車レーンなどの整備を推進し、歩行者と自転

車交通の安全の確保及び自転車利用の促進を図ります。（道路課・交

通政策課）

施 策

施 策
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後期基本計画 【都市整備分野】

６ 多様な都市活動を支える快適なまち【都市整備分野】

政策６－２ まちを結ぶ快適なネットワークの形成

施策の体系

623 高度情報化の推進

01 情報通信基盤の整備

主担当 総務部

６２３ 高度情報化の推進

【方針】（基本施策の目指すもの）

日常生活の中で、だれもが情報通信技術の利便性を受けることができる環境をつく

り、高度情報化に適応したまちを目指します。

【現況と課題】

◇情報通信技術が日々進歩している中、その利便性をだれもが等しく受けることができる環境

を整備する必要があります。

◇インターネットによる犯罪やプライバシーの侵害などが社会問題になっており、情報に対す

る正しい理解と認識を深めるとともに、情報セキュリティーの確保に努める必要がありま

す。

基本施策
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後期基本計画 【都市整備分野】

主担当 ○○課 主担当 情報政策課

623-01 情報通信基盤の整備

施策の目標

地域の情報格差の解消や市民の情報活用能力の向上を図り、日常生

活の中で、だれもが情報通信技術の利便性を等しく受けることができ

る情報通信環境を目指します。

主な取組

①市内全域で高速インターネットなどの情報通信サービスを受けるこ

とができる情報通信基盤の整備を促進します。（情報政策課）

②フルネットセンターでのパソコン教室の開催など、市民のニーズに

合わせた情報通信サービスの利用支援を図ります。（情報政策課）

③財団法人地方自治情報センター※などと連携し、高度情報化に対応

した個人情報保護と情報セキュリティー対策を推進します。（情報政

策課）

④インターネットなどの情報通信技術を活用した行政サービスの高度

化を図り、行政手続きの電子化を推進します。（情報政策課）

※財団法人地方自治情報センター…地方自治体におけるコンピュータの有効かつ適切な利用の促進を図

るために創設されたコンピュータ専門機関のこと。

施 策
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